
鯉
酷
唾

剛
郁
挺
如
雷
膵
生
別
期
の
女
性
の
政
治
型
含
与
と
身
分
の
官
騒
雁
化
１
１
１
上
官
碗
開
菫
誌
を
中
心
に
Ｉ
」

唐
代
前
期
の
女
性
の
政
治
参
与
と
身
分
の
官
僚
化
１
１
上
官
椀
兒
墓
誌
を
中
心
に
１
１

（
原
題
雷
揮
幽
削
期
預
政
女
性
身
分
的
官
僚
化
咋
從
上
官
椀
兒
墓
誌
談
座
）

専
修
大
学
雪
修
忠
屋
第
六
八
号
（
二
○
二
○
年
三
日
》

鄭
雅
如

陳
藷
弓
訳

伊
集
院
葉
子
恥
補
訳

に
つ
い
て

伊
崔
露
睦
菓
子
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二
○
一
三
年
の
秋
、
険
西
省
考
古
研
究
院
は
威
陽
市
渭
城
区
で
唐
代
の
墓
を
発
掘
し
た
。
出
土
し
た
墓
誌
に
よ
れ
ば
、
墓
主
は
唐
代
の
高

名
な
上
官
鋺
児
で
あ
る
《
１
↑
・
誌
蓋
に
築
書
で
『
大
唐
故
昭
容
上
官
氏
銘
」
と
陰
刻
さ
れ
、
墓
誌
の
一
行
目
に
「
大
唐
故
蝿
好
上
官
氏
墓
誌
銘

井
序
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
全
文
は
計
九
八
二
字
で
あ
り
、
上
官
碗
児
の
事
跡
に
関
す
る
部
分
は
、
墓
誌
銘
の
半
分
の
み
だ
が
、
史
書
に
見

え
な
い
記
載
も
あ
る
“
こ
こ
に
抄
録
す
る
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
”

捷
好
識
淑
天
資
、
賢
明
神
助
・
詩
書
為
苑
囿
、
桾
拾
得
其
菩
華
。
翰
墨
為
機
杼
、
組
織
成
其
錦
繍
。
年
十
三
為
才
人
、
該
通
備
於
龍
弛
、

應
卒
迩
於
星
火
“
先
皇
撰
飢
返
正
、
除
奮
布
新
、
救
人
疾
苦
、
紹
天
明
命
。
神
龍
元
年
、
冊
為
昭
容
。
以
童
氏
侮
弄
國
權
、
揺
動
皇
極
、

賊
臣
瀝
構
、
欲
立
愛
女
為
儲
、
愛
女
潜
謀
、
欲
以
賊
臣
為
糞
・
昭
容
泣
血
極
諫
、
扣
心
喝
誠
、
乞
降
総
言
、
將
除
蔓
草
．
先
帝
自
存
寛
厚
、

唐
代
前
期
の
女
性
の
政
治
参
与
と
身
分
の
官
僚
化

ｌ
上
官
腕
児
墓
誌
を
中
心
に
Ｉ

一
、
は
じ
め
に

鄭
雅

陳伊
集
院

如
》
箸
＊
駅
蔚
補
時

蕾
“
訳

葉
子
《
補
訳



じ

〆
》

15唐代前期の女性の政治参与と身分の官僚化 －上官腕児墓誌を中心に－

墓
誌
に
は
、
上
官
鋺
児
の
事
跡
に
つ
い
て
、
章
后
と
安
楽
公
主
を
牽
制
す
る
こ
と
を
中
宗
に
強
く
勧
め
た
が
、
あ
と
少
し
の
と
こ
ろ
で
失

敗
し
て
命
を
落
と
し
か
け
た
と
い
う
こ
と
が
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
事
件
の
内
幕
は
史
伝
に
見
ら
れ
な
い
。
筆
者
は
墓
誌
が
出
土
す

る
前
、
伝
世
文
献
の
記
載
に
表
れ
た
矛
盾
に
よ
っ
て
、
中
宗
後
期
、
椀
児
が
章
后
や
安
楽
公
主
と
同
派
閥
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
推
論
し
た
。

新
出
し
た
墓
誌
は
こ
の
説
を
実
証
し
た
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
李
隆
基
が
椀
児
を
斬
殺
し
た
こ
と
が
正
当
性
に
欠
け
、
ゆ
え
に
舂
宗
朝
に

鋺
児
の
冤
罪
を
晴
ら
す
こ
と
は
李
隆
基
に
不
利
を
招
く
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
、
筆
者
の
推
論
の
間
接
的
な
証
明
に
な
る
（
３
）
。

墓
誌
に
記
さ
れ
た
新
し
い
情
報
は
多
く
は
な
い
が
、
唐
代
前
期
に
お
け
る
女
性
の
政
治
参
与
に
関
す
る
史
伝
の
記
載
の
多
く
は
取
捨
選
択

さ
れ
歪
曲
さ
れ
て
い
る
た
め
、
腕
児
墓
誌
の
よ
う
な
断
片
的
な
新
し
い
材
料
は
、
再
検
討
す
べ
き
問
題
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
点
で
、

き
わ
め
て
貴
重
で
あ
る
。
筆
者
は
以
前
、
中
宗
期
に
お
け
る
鋺
児
の
政
治
身
分
に
つ
い
て
、
そ
の
「
妃
嬢
」
号
の
品
位
は
官
員
の
品
階
に
比

定
さ
れ
、
地
位
は
官
員
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
に
注
目
し
た
（
４
）
。
こ
の
墓
誌
に
よ
れ
ば
、
鋺
児
が
「
年
十
三
為
才
人
」
と
な
っ
た
こ
と
や
、
景

雲
元
年
（
七
一
○
）
に
贈
官
さ
れ
、
礼
に
従
い
葬
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
を
通
じ
て
、
武
望
か
ら
中
宗
・
容
宗
期
に
か
け
て
の
、

政
治
に
参
与
し
た
女
性
の
身
分
・
地
位
の
発
展
と
変
化
に
つ
い
て
補
い
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
課
題
に
つ
い
て
、
学
界
で

為
掩
暇
疵
。
昭
容
覺
事
不
行
、
計
無
所
出
。
上
之
、
請
樋
伏
而
理
、
言
且
莫
從
。
中
之
、
請
鮮
位
而
退
、
制
未
之
許
。
次
之
、
請
落
髪
而

出
、
卒
為
挫
姻
。
下
之
、
請
飲
鳩
而
死
、
幾
至
顛
墜
。
先
帝
惜
其
才
用
、
慰
以
堅
貞
、
廣
求
入
膜
之
髻
、
纒
救
懸
絲
之
命
、
屡
移
朏
槐
、

始
就
痙
平
。
表
請
退
以
捷
好
、
再
三
方
許
。
聲
宮
車
晏
駕
、
士
宇
街
哀
。
政
出
後
宮
、
思
屠
害
黎
庶
。
事
連
外
戚
、
欲
傾
覆
宗
社
。
皇
太

子
沖
規
麥
聖
、
上
智
伐
謀
、
既
先
天
不
違
、
亦
後
天
斯
應
、
極
皇
基
於
傾
覆
、
安
帝
道
於
難
虞
。
昭
容
居
危
以
安
、
虚
瞼
而
泰
、
且
陪
清
禁
、

委
運
於
乾
坤
之
間
。
邊
冒
鈷
鋒
、
亡
身
於
倉
卒
之
際
、
時
春
秋
四
十
七
。
皇
鑿
昭
臨
、
聖
慈
診
悼
。
安
造
制
命
、
禮
葬
贈
官
。
太
平
公
主
哀

傷
、
陣
贈
絹
五
百
匹
、
遣
使
吊
祭
、
詞
旨
綱
樛
。
以
大
唐
景
雲
元
年
八
月
二
十
四
日
、
窒
於
雍
州
威
陽
縣
茂
道
郷
洪
濱
原
、
禮
也
（
２
）
。
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鋺
児
の
若
年
に
お
け
る
後
宮
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
文
献
記
録
が
多
く
な
い
た
め
、
研
究
者
は
彼
女
を
大
ま
か
に
宮
人
あ
る
い
は
宮
官
に

分
類
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
（
５
）
。
今
、
墓
誌
に
よ
る
と
、
鋺
児
は
十
三
歳
で
才
人
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
女
の
生
年
か
ら
換
算
す
る

と
、
才
人
就
任
は
、
高
宗
上
元
三
年
・
儀
鳳
元
年
（
六
七
六
、
二
月
改
元
）
で
あ
る
。

「
才
人
」
は
内
官
の
官
名
で
、
一
般
的
に
皇
帝
の
妃
續
に
授
け
る
も
の
で
あ
る
（
６
）
。
し
か
し
こ
の
時
、
国
政
は
武
后
が
多
く
代
行
し
て
お

り
、
上
元
二
年
（
六
七
五
）
に
高
宗
は
武
后
に
国
政
を
摂
ら
せ
る
詔
を
下
そ
う
と
も
考
え
た
（
７
）
。
ま
た
、
史
書
に
は
椀
児
が
武
后
に
よ
っ
て

召
見
さ
れ
起
用
さ
れ
た
こ
と
も
記
録
さ
れ
て
い
る
（
８
）
た
め
、
才
人
に
封
じ
ら
れ
た
の
も
武
后
の
意
思
に
よ
る
も
の
と
推
測
で
き
る
。
墓
誌

に
は
続
い
て
「
該
通
備
於
龍
弛
、
應
卒
盆
於
星
火
」
と
い
う
文
が
あ
り
、
彼
女
の
能
力
は
文
臣
の
如
し
と
述
べ
、
一
般
的
な
妃
噴
の
墓
誌
と

は
か
け
離
れ
た
故
事
を
引
用
し
て
い
る
。
誌
文
は
、
鋺
児
が
高
宗
期
に
お
い
て
才
人
に
封
じ
ら
れ
、
中
宗
朝
に
至
っ
て
昭
容
に
冊
さ
れ
た
と

あ
り
の
ま
ま
に
書
き
、
少
し
も
忌
避
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
鋺
児
は
妃
嬢
の
位
に
あ
っ
た
が
、
皇
帝
の
伴
侶
で
は
な
か
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
（
９
）
。

は
未
だ
に
專
論
が
な
い
た
め
、
筆
者
は
見
識
が
浅
い
が
、
上
述
の
上
官
椀
児
墓
誌
の
新
資
料
を
手
が
か
り
と
し
、
政
治
参
与
し
た
他
の
女
性

の
墓
誌
銘
及
び
関
係
史
伝
の
記
載
を
合
わ
せ
つ
つ
、
唐
代
前
期
に
お
い
て
、
政
治
に
参
与
し
た
女
性
の
身
分
が
官
僚
化
し
て
い
っ
た
過
程
を

描
い
て
み
た
い
と
思
う
。

（
一
）
高
宗
朝
後
期
に
お
け
る
内
官
の
性
質
の
変
化

｜
｜
、
武
豐
の
女
官
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表新旧内官の官名・官品対照表

史
伝
に
は
、
中
宗
朝
に
鋺
児
が
昭
容
に
封
じ
ら
れ
た
こ
と
の
み
が
記
録
さ

れ
て
い
る
が
、
今
、
墓
誌
に
よ
る
と
早
く
高
宗
期
に
、
椀
児
は
武
翌
の
指
示

の
も
と
、
内
官
の
官
位
を
以
て
政
務
を
執
行
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ

て
、
中
宗
期
に
椀
児
が
二
品
昭
容
の
官
位
を
以
て
政
治
に
参
与
し
た
淵
源
は
、

武
望
が
執
政
し
た
時
期
に
遡
る
べ
き
で
あ
る
。
椀
児
が
高
宗
朝
に
才
人
の
地

位
に
い
た
こ
と
は
、
唐
代
前
期
に
お
い
て
政
治
に
参
与
し
た
女
性
の
官
品
の

発
展
を
推
測
す
る
手
が
か
り
に
な
る
。

碗
児
が
才
人
に
封
じ
ら
れ
た
こ
と
の
意
義
を
知
る
た
め
に
は
、
唐
代
の
後

宮
組
織
の
構
造
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
初
唐
に
お
け
る
宮
廷
の
女

性
は
、
大
き
く
二
系
統
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
「
内
官
」
、
皇
帝
の
妃
續
で

あ
る
。
も
う
一
つ
は
「
宮
官
」
、
宮
中
の
職
務
を
掌
る
（
岨
）
。
鋺
児
は
高
宗
の

伴
侶
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宮
官
の
系
統
に
入
ら
ず
、
才
人
の
官
位

を
以
て
武
塞
の
執
政
に
協
力
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
武
望
に
よ
る
内
官
改
革

と
関
連
が
あ
る
と
考
え
る
。

高
宗
龍
朔
二
年
（
六
六
三
に
、
多
く
の
中
央
政
府
機
関
と
職
位
の
名
称

が
改
め
ら
れ
た
。
こ
の
時
に
、
妃
續
の
名
称
も
一
斉
に
変
更
さ
れ
た
。
現
存

す
る
資
料
に
は
、
妃
墳
の
名
称
変
更
を
武
望
が
主
導
し
た
と
い
う
記
載
は
見

え
な
い
が
、
当
時
の
情
勢
を
考
盧
す
る
と
、
武
望
を
差
し
置
い
て
こ
の
事
を

旧官／品位 新官／品位

夫人／正一品 賛徳／正一品

九婿／正二品

捷好／正三品

美人／正四品 一

口
叩

一
一正／儀

一
日
一

口
叩
一
口
叩

五
エ
ハ

正
一
正

／
斗
／

人
一
林

才

》

寶

口
叩
一
口
叩

五
ヱ
ハ

正
一
正

／
一
ゞ
／

旨
一
仙

承
一
衛

御女／正七品 供奉／正七品

采女／正八品

二二二二二二二二二~ﾆﾝｰﾆｰｰｰ

侍櫛／正八品

侍巾／正九品
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主
導
す
る
人
は
存
在
し
な
い
と
思
わ
れ
る
（
皿
）
。
新
旧
内
官
の
官
名
・
官
品
を
『
唐
会
要
』
の
資
料
に
従
い
比
較
す
る
と
、
表
の
よ
う
に
な
る
。

旧
制
の
夫
人
は
、
す
な
わ
ち
貴
妃
・
淑
妃
・
徳
妃
・
賢
妃
の
こ
と
で
あ
り
、
九
續
は
、
す
な
わ
ち
昭
儀
・
昭
容
・
昭
媛
な
ど
で
あ
る
。
ま

た
、
旧
制
に
は
捷
好
が
あ
り
、
位
は
正
三
品
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
新
制
に
は
捷
好
の
名
が
み
え
ず
、
正
三
品
の
新
官
職
も
み
え
な
い
。
旧

制
の
ま
ま
保
留
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
改
変
は
し
た
が
記
録
に
漏
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
さ
ら
に
従
来
、
内
官
の
品
階
は
一
品
か
ら
八

品
ま
で
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
改
定
に
よ
っ
て
、
正
九
品
の
品
級
が
新
た
に
加
え
ら
れ
た
（
蝿
）
。

龍
朔
二
年
に
内
官
の
官
職
が
改
め
ら
れ
た
意
義
に
つ
い
て
、
最
も
深
く
検
討
し
た
の
は
陳
弱
水
氏
で
あ
る
。
陳
弱
水
氏
は
新
旧
内
官
の
官

名
が
も
つ
象
徴
的
な
意
義
を
分
析
し
、
内
官
の
官
名
に
妃
蹟
の
身
分
を
再
定
義
す
る
意
図
が
含
ま
れ
て
い
る
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
新
官
名

は
妃
噴
が
持
つ
、
皇
帝
の
伴
侶
と
し
て
の
性
格
を
薄
め
、
そ
の
内
廷
官
僚
と
し
て
の
身
分
を
強
調
す
る
も
の
で
、
そ
の
う
ち
一
～
五
品
ま
で

の
官
名
は
、
皇
帝
の
統
治
を
助
け
る
輔
臣
を
表
す
よ
う
に
み
え
、
六
～
九
品
は
皇
帝
の
侍
者
で
、
皇
帝
の
身
の
回
り
の
世
話
を
す
る
職
務
を

担
う
よ
う
に
み
え
る
。
結
論
と
し
て
、
武
望
は
内
官
の
官
名
を
改
め
る
措
置
を
通
じ
て
、
宮
中
の
女
性
に
公
務
参
与
の
権
利
が
あ
る
と
い
う

意
思
を
表
明
し
、
自
身
が
掌
握
し
て
い
る
権
利
を
合
理
化
し
よ
う
と
し
た
と
指
摘
し
た
（
喝
）
、

陳
弱
水
氏
は
、
内
官
が
皇
帝
の
身
の
回
り
で
果
た
し
た
役
割
を
、
そ
の
官
名
が
い
か
に
象
徴
し
て
い
た
か
と
い
う
側
面
か
ら
考
え
て
お
り
、

そ
の
推
論
に
筆
者
は
大
い
に
啓
発
さ
れ
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
筆
者
は
皇
后
と
内
官
の
関
係
に
着
目
し
、
龍
朔
二
年
に
官
名
が
改
め
ら
れ

た
こ
と
の
意
義
を
再
分
析
し
た
い
。

『
礼
記
」
昏
義
日

古
者
天
子
后
立
六
宮
、
三
夫
人
、
九
蹟
、
二
十
七
世
婦
、
八
十
一
御
妻
、
以
聴
天
下
之
内
治
、
以
明
章
婦
順
、
故
天
下
内
和
而
家
理
。

天
子
立
六
官
、
三
公
、
九
卿
、
二
十
七
大
夫
、
八
十
一
元
士
、
以
聴
天
下
之
外
治
、
以
明
章
天
下
之
男
教
、
故
外
和
而
国
治
。
故
日
、

天
子
聴
男
教
、
后
聴
女
順
。
天
子
理
陽
道
、
后
治
陰
徳
。
天
子
聴
外
治
、
后
聴
内
職
。
教
順
成
俗
、
外
内
和
順
、
国
家
理
治
、
此
之
謂
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「
昏
義
」
は
夫
婦
の
道
を
中
心
に
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、
末
尾
の
部
分
で
、
天
子
と
天
子
の
后
が
夫
と
妻
の
最
上
位
者
と
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
官
を
率
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
務
を
司
っ
て
、
内
外
・
男
女
・
陰
陽
を
分
治
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
下
の
秩
序
を
整
え
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
道
理
を
詳
述
し
て
い
る
。
天
子
の
后
は
、
内
職
を
治
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
天
の
半
分
を
支
え
」
、
家
・
国
・
天
下
の
和
順
や
安
定

を
促
す
重
要
な
力
を
掌
握
す
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
『
唐
六
典
』
内
官
条
の
割
注
に
よ
れ
ば
、
「
内
官
」
は
『
周
礼
』
に
記
さ
れ
た
夫
人
・
噴
・

世
婦
・
女
御
の
位
に
由
来
す
る
と
い
う
（
咽
）
。
し
た
が
っ
て
、
上
記
の
経
文
か
ら
内
官
の
性
格
を
み
る
と
、
内
官
を
統
御
す
る
者
は
皇
后
で
あ

り
、
内
官
の
最
も
重
要
な
定
義
は
、
皇
后
を
補
佐
す
る
内
廷
の
官
僚
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
、
歴
史
上
の
現
実
は
経
典
と
大
き
く
隔
た
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
歴
朝
の
妃
續
の
職
能
は
主
に
皇
帝
の
伴
侶
で
あ
っ

て
、
皇
后
の
内
官
で
は
な
い
。
晴
代
に
お
い
て
、
『
周
礼
』
に
基
づ
い
て
内
職
を
設
置
す
る
こ
と
を
宣
言
し
、
制
度
的
に
は
明
ら
か
に
妃
續
を

「
内
官
」
に
分
類
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
暘
帝
の
と
き
、
「
后
妃
噴
御
、
無
萱
婦
職
、
唯
端
容
麗
飾
、
陪
従
疏
遊
而
已
」
と
あ
る
よ
う
に
、

皇
后
の
内
治
を
補
佐
し
た
と
は
い
え
な
い
（
略
）
。
初
唐
、
後
宮
の
制
度
は
晴
代
を
襲
っ
た
た
め
、
内
官
と
宮
官
の
区
分
が
あ
り
、
内
官
の
官
名

に
は
晴
の
暘
帝
が
定
め
た
嘉
名
が
多
く
採
用
さ
れ
た
。
そ
の
実
態
を
み
る
に
、
皇
后
と
内
官
と
の
従
属
関
係
は
強
調
さ
れ
て
い
な
い
（
Ⅳ
）
。

陳
弱
水
氏
は
、
龍
朔
二
年
の
官
職
変
更
に
伴
い
、
政
府
機
構
以
外
の
皇
帝
の
妃
續
の
名
号
も
同
時
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
注
目
し
、
非
常

に
特
殊
で
あ
る
と
指
摘
し
た
《
胴
）
。
資
料
の
制
限
が
あ
る
た
め
、
龍
朔
二
年
に
内
官
の
名
称
を
変
え
た
動
機
は
確
定
で
き
な
い
が
、
『
礼
記
』

昏
義
の
経
文
を
借
り
て
こ
の
措
置
を
考
え
れ
ば
、
合
理
的
な
解
釈
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
天
下
の
治
は
内
治
と
外
治
に
分
か

れ
て
い
る
た
め
、
朝
官
の
み
を
改
め
て
も
外
治
の
み
が
処
理
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
内
官
と
朝
官
を
と
も
に
改
め
て
こ
そ
、
「
外
内
和
順
、
国
家

理
治
」
が
達
成
で
き
る
の
で
あ
る
。
新
官
名
は
、
内
官
の
最
も
重
要
な
定
義
が
皇
后
の
官
僚
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
内
官
は
第
九
品
を

追
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
朝
の
九
品
職
官
と
よ
り
完
全
に
対
応
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
内
官
の
名
称
を
改
め
皇
后
の
官
僚
と
す
る
こ

盛
徳
（
雌
）
。
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と
に
は
、
よ
り
深
い
目
的
が
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
そ
の
目
的
と
は
、
国
家
に
お
け
る
皇
后
の
内
治
の
重
要
性
を
顕
彰
す
る
こ
と
で
あ
り
、

天
下
の
治
が
皇
帝
の
み
に
依
る
も
の
で
は
な
く
、
皇
后
も
権
力
と
責
任
の
半
分
を
掌
握
し
て
い
る
の
だ
と
示
す
こ
と
で
あ
っ
た
。

『
礼
記
』
は
す
な
わ
ち
儒
家
の
正
典
で
あ
り
、
皇
后
が
内
を
治
め
る
こ
と
は
、
儒
家
の
正
統
な
女
性
観
、
い
わ
ゆ
る
「
女
主
内
」
と
い
う

性
別
的
な
役
割
に
ふ
さ
わ
し
い
。
注
意
す
べ
き
は
、
『
礼
記
』
昏
義
に
お
い
て
、
天
子
と
后
が
そ
れ
ぞ
れ
担
う
職
責
を
説
明
し
た
あ
と
、
天
子

と
后
が
日
月
・
陰
陽
の
よ
う
に
互
い
を
補
い
合
っ
て
政
が
な
る
（
「
故
天
子
之
與
后
、
猶
日
之
與
月
、
陰
之
與
陽
、
相
須
而
後
成
者
也
二
（
⑲
）

と
い
う
ふ
う
に
ま
と
め
て
い
る
点
で
あ
る
。
武
望
が
も
し
、
「
昏
義
」
の
理
念
を
利
用
し
、
内
外
官
職
の
改
変
を
通
じ
て
、
皇
后
は
内
治
を
担

い
、
皇
帝
は
外
治
を
担
う
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
れ
ば
、
皇
后
は
皇
帝
に
匹
敵
し
同
等
に
尊
い
存
在
で
あ
り
、
天
下
を
安
ん
ず
る
た
め
に
、

皇
帝
と
皇
后
が
輔
け
あ
い
な
が
ら
共
同
で
統
治
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
念
を
宣
伝
で
き
た
に
違
い
な
い
。
じ
つ
は
武
望
は
、
威
光
と

人
望
を
確
立
し
権
力
を
奪
い
取
る
過
程
で
、
何
度
も
礼
制
を
利
用
し
、
ま
た
経
典
や
儒
家
の
正
統
な
女
性
観
の
視
点
で
論
を
立
て
て
い
る
（
翌
。

龍
朔
二
年
に
内
官
の
官
職
名
を
改
変
す
る
際
、
『
礼
記
』
昏
義
の
理
論
を
用
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
前
後
の
武
望
の
行
為
と
も
符
合
す
る
。

興
味
深
い
の
は
、
『
唐
六
典
』
が
内
命
婦
に
関
す
る
制
度
の
割
注
に
上
述
の
『
礼
記
』
昏
義
を
引
用
す
る
際
、
「
立
六
宮
、
．
…
：
以
聴
天
下

之
内
理
」
と
い
う
文
章
の
主
語
を
、
「
天
子
后
」
か
ら
「
天
子
」
（
剛
）
に
改
め
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
義
も
は
っ
き
り
と
一
線
を
画
し

て
い
る
。
『
唐
六
典
』
は
玄
宗
期
に
成
立
し
た
。
玄
宗
は
武
塞
に
始
ま
る
、
宮
廷
の
女
性
が
政
治
に
参
与
す
る
局
面
を
粉
砕
し
た
中
心
的
な
人

物
で
あ
り
（
配
）
、
政
治
的
に
対
立
す
る
女
性
を
一
掃
し
た
あ
と
も
、
気
を
緩
め
ず
、
内
官
の
制
度
の
修
正
や
、
籠
妃
を
皇
后
に
立
て
な
い
こ
と

な
ど
を
通
じ
て
、
女
性
が
権
力
を
掌
握
す
る
こ
と
を
防
ご
う
と
し
た
（
翌
。
『
唐
六
典
』
引
用
の
『
礼
記
』
昏
義
に
対
す
る
改
変
は
、
恐
ら
く

意
図
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
『
礼
記
』
本
来
の
文
章
は
宮
廷
女
性
の
政
治
的
な
権
威
を
樹
立
す
る
過
程
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
可
能
性
が

き
わ
め
て
大
き
い
。
し
か
も
、
現
在
把
握
で
き
る
資
料
か
ら
み
れ
ば
、
龍
朔
二
年
に
内
官
が
改
め
ら
れ
た
際
も
、
こ
の
経
典
が
用
い
ら
れ
た

可
能
性
が
最
も
大
き
い
の
で
あ
る
。
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内
官
の
官
職
が
朝
官
と
同
時
期
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
や
、
内
官
の
新
官
名
が
象
徴
す
る
意
義
か
ら
み
れ
ば
、
武
望
は
内
官
の
、
皇
后
の
官

僚
と
し
て
の
性
格
を
強
化
し
た
。
新
官
名
が
実
施
さ
れ
た
八
年
後
、
威
亨
元
年
（
六
七
○
）
に
名
号
は
ま
た
旧
に
復
し
た
。
そ
の
理
由
は
不

明
で
あ
る
が
、
新
官
名
は
、
武
望
が
皇
后
の
権
威
を
樹
立
す
る
段
階
に
お
い
て
の
役
目
を
す
で
に
終
え
た
と
み
ら
れ
る
た
め
、
引
き
続
き
皇

后
が
内
を
治
め
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
と
、
逆
に
武
望
が
外
に
権
力
を
伸
ば
す
過
程
の
邪
魔
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
伝

世
文
献
に
は
、
そ
の
後
、
武
望
が
ほ
か
の
後
宮
体
制
改
革
の
措
置
を
行
っ
た
か
ど
う
か
は
み
え
な
い
。
今
回
、
出
土
し
た
上
官
碗
児
墓
誌
か

ら
は
、
上
元
・
儀
鳳
の
間
、
碗
児
が
才
人
の
名
位
で
武
望
を
補
佐
し
は
じ
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。
威
亨
以
後
、
内
官
の
名
号
が
旧
に
復
し
て

も
、
高
宗
後
期
に
は
皇
后
が
内
官
を
統
領
し
て
お
り
、
皇
后
の
官
僚
と
し
て
の
内
官
の
性
格
が
す
で
に
定
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

さ
ら
に
深
く
分
析
す
る
と
、
陳
弱
水
氏
に
よ
れ
ば
、
龍
朔
二
年
に
改
め
ら
れ
た
新
官
制
で
は
内
官
の
役
割
が
二
種
類
に
分
け
ら
れ
、
五
品

以
上
は
輔
臣
で
あ
っ
て
、
六
品
以
下
は
侍
者
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
象
徴
的
な
表
現
に
す
ぎ
ず
、
宮
廷
の
実
際
の
運
営
と
の
関
連
が
薄
い

と
い
う
（
型
）
。
し
か
し
、
腕
児
墓
誌
は
、
龍
朔
二
年
の
制
度
変
更
が
あ
る
程
度
宮
廷
運
営
に
反
映
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
墓
誌
で
は
、
鋺

児
が
文
臣
の
よ
う
に
高
い
能
力
を
有
し
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
（
「
該
通
備
於
龍
弛
、
應
卒
迩
於
星
火
」
）
。
そ
れ
は
、
鋺
児
が
文
書
を
起

草
す
る
よ
う
な
職
務
を
担
当
し
た
こ
と
、
少
な
く
と
も
、
皇
帝
の
身
の
回
り
の
世
話
を
す
る
類
の
立
場
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
。

椀
児
が
抜
擢
さ
れ
て
す
ぐ
五
品
に
な
っ
て
お
り
、
よ
り
品
階
が
低
い
内
官
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
内
官
が
改
正
さ
れ
た
あ
と
の
、
品
階
と

職
能
属
性
の
区
分
に
符
合
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
龍
朔
二
年
の
制
度
変
更
の
内
容
は
、
威
亨
以
後
に
も
効
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

内
官
は
、
象
徴
的
な
官
職
名
を
通
じ
て
官
僚
化
を
顕
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
が
、
そ
の
官
僚
的
な
職
掌
は
着
実
に
根
付
い
て
い
た
可

能
性
が
大
き
い
。
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考
察
に
値
す
る
。

武
望
は
内
官
の
官
僚
と
し
て
の
性
質
を
強
化
し
、
宮
中
の
才
女
を
抜
擢
し
た
。
そ
れ
以
外
に
、
他
の
墓
誌
資
料
か
ら
、
彼
女
の
執
政
時
期

に
お
い
て
、
官
員
の
妻
を
登
用
し
宮
中
に
入
ら
せ
政
治
を
輔
け
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
、
顔
真
卿
の
祖
母
の
般
氏
は
、
武
窒

が
あ
ま
ね
く
才
能
あ
る
女
性
を
求
め
た
と
き
（
「
天
后
當
〒
、
秀
求
女
史
」
）
に
、
文
才
に
よ
っ
て
選
ば
れ
左
右
に
仕
え
た
と
い
う
（
「
以
形
管

之
才
、
暦
大
家
之
選
、
召
置
左
右
」
）
弱
）
。
司
馬
慎
微
の
妻
の
李
氏
は
、
皇
太
后
臨
朝
に
あ
た
っ
て
女
史
を
求
め
頴
川
郡
王
に
命
じ
て
迎
え
入

れ
さ
せ
た
と
い
う
（
「
載
初
年
皇
太
后
臨
朝
、
求
諸
女
史
、
勅
頴
川
郡
王
載
徳
詣
門
辞
召
」
）
兄
）
。
圭
行
倹
の
継
室
の
庫
狄
氏
は
、
婦
徳
と
文

才
を
も
っ
て
招
か
れ
、
御
正
に
任
じ
ら
れ
た
と
い
う
（
「
有
妊
姐
之
徳
、
班
左
之
才
、
聖
后
臨
朝
、
召
入
宮
閨
、
拝
為
御
正
」
）
命
）
。
ま
た
、

張
説
「
部
国
夫
人
墓
銘
」
に
は
、
武
望
の
創
業
の
時
期
に
高
名
に
よ
っ
て
則
天
に
上
奏
さ
れ
入
侍
し
た
（
「
蝸
后
創
業
、
軒
宮
多
事
、
高
行
登

間
、
大
家
入
侍
」
）
弱
）
と
あ
り
、
こ
の
部
国
夫
人
も
武
塞
に
よ
っ
て
宮
廷
へ
召
さ
れ
て
国
政
に
参
与
し
た
貴
婦
人
で
あ
る
。
官
志
政
典
に
、

武
望
期
に
お
け
る
女
官
制
度
に
関
す
る
記
載
が
欠
け
て
い
る
状
況
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
四
つ
の
墓
誌
銘
資
料
は
き
わ
め
て
貴
重
で
、
詳
細
な

武
望
は
政
治
に
参
与
・
執
政
し
天
下
に
君
臨
す
る
こ
と
、
五
十
年
近
く
に
わ
た
っ
た
（
翌
。
武
望
は
い
つ
か
ら
女
性
を
宮
中
に
召
し
て
政
治

を
輔
け
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。
女
官
を
召
し
出
し
た
時
期
は
、
武
望
の
権
力
拡
大
お
よ
び
政
治
的
身
分
の
転
換
に
連
動
し
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
こ
れ
ら
の
問
題
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

顔
真
卿
の
祖
母
の
殿
氏
は
宮
中
に
入
っ
た
時
期
が
最
も
早
い
と
思
わ
れ
る
。
顔
真
卿
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
般
氏
が
宮
中
に
入
っ
た
と
き
、

彼
女
の
子
で
あ
る
元
孫
・
惟
貞
は
幼
子
（
「
貌
焉
始
弦
」
）
と
あ
っ
て
、
姉
で
三
女
の
顔
真
定
が
母
代
わ
り
と
な
っ
て
「
教
之
詩
書
」
に
あ
た
っ

た
と
い
う
。
顔
元
孫
が
武
周
天
授
元
年
（
六
九
○
）
に
、
科
挙
の
糊
名
考
校
で
高
等
に
判
定
さ
れ
た
こ
と
か
ら
詞
）
、
母
の
殿
氏
は
武
周
が
創

（
二
）
才
婦
の
登
用
と
入
宮
・
輔
政
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建
さ
れ
る
前
に
す
で
に
宮
中
に
入
っ
て
職
責
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
顔
真
卿
は
「
天
后
當
〒
、
秀
求
女
史
」
と
し
て
お
り
、
殿

氏
が
宮
中
に
入
っ
た
時
期
は
、
早
く
て
威
亨
五
年
（
六
七
四
）
の
武
窒
が
天
后
と
尊
ば
れ
た
時
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。

李
氏
が
宮
中
に
入
っ
た
時
期
は
最
も
明
確
で
あ
り
、
墓
誌
に
「
載
初
年
皇
太
后
臨
朝
、
求
諸
女
史
」
と
あ
る
。
武
睾
が
皇
太
后
の
身
分
で

正
式
に
臨
朝
称
制
を
し
た
の
は
、
中
宗
を
廃
し
て
改
め
て
容
宗
を
立
て
た
と
き
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
、
年
号
が
「
文
明
」
（
六
八
四
）

に
改
め
ら
れ
た
の
は
、
北
魏
の
文
明
太
后
の
称
制
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
永
昌
元
年
（
六
八
九
）
十
一
月
に
至
り
、
正
朔
を
改

め
、
周
の
制
度
に
し
た
が
い
子
月
を
正
月
と
し
て
、
周
が
唐
に
代
わ
る
伏
線
と
し
、
「
載
初
」
と
改
元
し
た
。
載
初
元
年
（
六
九
○
）
九
月
九

日
に
至
り
、
正
式
に
皇
帝
に
即
位
し
、
国
号
を
周
と
改
め
、
「
天
授
」
と
改
元
し
た
（
瓠
）
。
そ
れ
ゆ
え
「
載
初
年
」
は
、
ま
さ
に
武
望
が
皇
帝

に
即
位
す
る
準
備
過
程
の
最
終
段
階
で
あ
る
。

李
氏
は
、
頴
川
郡
王
で
あ
る
載
徳
が
特
使
と
な
っ
て
、
皇
太
后
の
制
を
持
ち
私
邸
に
行
っ
て
召
し
出
し
、
高
い
格
式
の
公
的
な
儀
礼
に
よ

る
正
式
な
登
用
に
よ
っ
て
宮
中
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
李
氏
の
本
家
と
夫
家
は
世
家
高
官
で
は
な
く
、
父
の
極
官
は
安
寿
県
令
で

あ
り
、
夫
の
司
馬
慎
微
は
家
が
懐
州
に
あ
り
、
極
官
は
梓
州
通
泉
県
尉
で
あ
る
。
当
時
の
情
報
伝
達
の
状
況
か
ら
み
れ
ば
、
李
氏
が
文
辞
に

長
け
て
い
て
も
、
そ
の
文
才
の
名
声
は
天
聴
に
届
か
な
い
で
あ
ろ
う
（
翌
。
皇
帝
が
民
間
の
人
材
を
召
し
出
す
に
あ
た
っ
て
、
多
く
は
官
員
の

推
薦
に
よ
る
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
武
望
も
官
員
に
対
し
、
才
徳
の
あ
る
婦
人
を
推
薦
す
る
こ
と
を
公
に
命
じ
て
、
選
ば
れ
た
者
は
人
材
任
用

の
方
式
で
召
し
出
し
て
宮
中
に
入
ら
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
載
初
年
間
に
お
い
て
、
女
官
を
召
し
出
す
こ
と
に
は
、
女
帝
の
登
極
を
引
き
立

た
せ
る
効
力
が
あ
り
、
そ
の
進
め
方
は
世
に
広
が
っ
た
と
思
わ
れ
、
当
時
、
李
氏
一
人
だ
け
が
登
用
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
一
群
の
既
婚
女

性
が
抜
擢
さ
れ
て
宮
中
に
入
り
職
に
つ
い
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
庫
狄
氏
は
「
聖
后
臨
朝
」
し
て
宮
關
に
召
さ
れ
、
部
国
夫
人
は
「
蝸

后
創
業
」
に
あ
た
り
、
宮
中
に
入
っ
て
皇
后
の
治
世
を
輔
け
た
。
こ
の
二
人
が
宮
中
に
入
っ
た
時
期
は
李
氏
に
き
わ
め
て
近
い
と
思
わ
れ
る
。

宮
中
に
入
っ
て
職
に
つ
い
た
こ
の
四
人
の
婦
人
は
出
身
が
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
殿
氏
は
、
南
朝
後
期
に
お
い
て
孝
義
で
名
高
い
殼
不
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害
の
子
孫
で
あ
り
、
殿
氏
の
弟
で
あ
る
段
仲
容
は
、
書
道
で
世
間
に
名
が
知
ら
れ
て
い
た
。
夫
の
顔
昭
甫
は
顔
之
惟
の
子
孫
で
、
官
職
は
曹

王
の
侍
読
に
ま
で
に
至
っ
た
が
、
早
く
亡
く
な
っ
た
弱
）
。
顔
・
段
両
家
は
と
も
に
文
化
教
養
の
高
い
士
族
で
あ
る
。
庫
狄
氏
は
家
系
が
不
詳

で
あ
り
、
そ
の
姓
は
鮮
卑
段
匹
騨
の
後
か
ら
出
て
お
り
詞
）
、
夫
の
護
行
倹
は
河
東
の
大
族
に
出
身
し
、
官
職
は
金
牙
道
大
総
管
に
至
り
、
永

淳
元
年
（
六
八
二
）
に
亡
く
な
り
幽
州
都
督
を
贈
ら
れ
た
。
庫
狄
氏
は
そ
の
妻
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
華
陽
夫
人
に
封
じ
ら
れ
た
（
翌
。
李
氏

の
家
柄
は
前
述
の
如
く
、
四
人
の
中
で
出
身
が
最
も
平
凡
で
あ
り
、
夫
の
司
馬
慎
微
は
調
露
二
年
（
六
八
○
）
に
亡
く
な
っ
た
。

ま
た
、
部
国
夫
人
が
だ
れ
な
の
か
は
未
詳
で
あ
る
が
、
玄
宗
の
嬢
母
［
訳
者
注
牽
母
方
の
お
ば
］
の
實
氏
と
指
摘
し
た
研
究
者
が
い
る
禿
）
。

實
氏
は
景
雲
年
間
（
七
一
○
～
七
一
二
）
に
部
国
夫
人
に
封
じ
ら
れ
た
が
、
先
天
二
年
（
七
一
三
）
九
月
の
詔
で
は
す
で
に
彼
女
を
燕
国
夫

人
と
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
開
元
の
初
め
に
亡
く
な
っ
た
實
氏
の
墓
誌
銘
が
号
を
鄙
国
と
す
る
の
は
適
当
で
は
な
い
扇
）
。
墓
誌
銘
の
内
容

も
部
国
夫
人
が
玄
宗
の
嬢
母
で
は
な
い
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。
も
し
都
国
夫
人
が
實
氏
で
あ
れ
ば
、
墓
誌
銘
で
は
、
彼
女
が
宮
中
に
入
っ

て
武
塞
を
補
佐
し
た
こ
と
の
み
を
述
べ
、
玄
宗
の
蟆
母
へ
の
恩
寵
に
つ
い
て
何
も
言
及
し
な
い
の
は
合
理
的
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
筆
者

は
鄙
国
夫
人
は
玄
宗
嬢
母
の
實
氏
で
は
な
い
と
思
う
。
墓
誌
銘
か
ら
、
部
国
夫
人
の
出
身
は
非
常
に
高
貴
で
あ
る
こ
と
が
推
察
で
き
る
。
「
母

麿
妹
月
」
と
い
う
表
現
は
、
彼
女
の
母
が
皇
帝
の
姉
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
り
、
「
国
茂
賢
妃
」
は
、
彼
女
の
夫
が
高
い
爵
位
に
封
じ
ら

れ
て
お
り
、
そ
の
夫
の
身
分
に
従
っ
て
国
夫
人
の
身
分
を
受
け
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
禿
）
。

武
塞
は
皇
帝
の
親
族
か
ら
県
尉
の
妻
ま
で
、
そ
の
出
身
を
問
わ
ず
、
女
官
と
し
て
登
用
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
武
翌
が
閉
じ

ら
れ
た
集
団
の
中
で
人
材
を
選
ん
だ
の
で
は
な
い
こ
と
を
反
映
し
、
才
徳
の
あ
る
婦
人
を
登
用
す
る
際
に
、
公
の
場
で
推
挙
す
る
プ
ロ
セ
ス

を
経
た
と
い
う
推
論
の
間
接
的
な
証
明
に
な
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
段
氏
・
庫
狄
氏
・
李
氏
ら
は
召
さ
れ
て
宮
中
に
入
っ
た
時
、
夫
が
す
で

に
亡
く
な
っ
て
い
た
こ
と
、
鄙
国
夫
人
は
中
宗
の
時
、
再
婚
す
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
み
る
と
（
四
、
武
翌
を
補
佐
し
て
い
た
時
、

寡
婦
の
身
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
武
望
は
才
徳
の
あ
る
婦
人
を
登
用
す
る
に
あ
た
り
、
寡
婦
の
中
か
ら
人
を
選
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
そ
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れ
は
、
節
操
を
守
る
婦
人
の
ほ
う
が
、
時
の
人
に
尊
敬
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
墓
誌
銘
で
は
、
李
氏
を
文
才
・
貞
節
を
と
も
に
備
え
た
女

性
（
「
曹
大
家
之
詞
賦
、
譽
重
豊
中
、
衛
恭
姜
之
志
節
、
名
流
海
内
」
）
と
描
き
、
引
き
続
き
後
文
で
、
李
氏
が
登
用
さ
れ
入
宮
し
た
と
述
べ

て
い
る
（
㈹
）
。
武
望
が
女
官
を
登
用
す
る
際
、
文
才
と
婦
徳
を
兼
備
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
可
能
性
が
き
わ
め
て
大
き
い
。
こ
の
婦
徳
と
い

う
も
の
は
、
節
操
を
守
れ
る
か
ど
う
か
が
指
標
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
寡
婦
を
選
ぶ
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
寡
婦
は
夫
に
縛
ら
れ
る
と

こ
ろ
が
な
く
、
長
期
間
入
宮
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
長
く
宮
中
に
い
て
も
、
家
庭
秩
序
を
乱
し
た
と
み
な
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
殿
氏
・

庫
狄
氏
の
よ
う
な
、
子
女
を
教
え
育
て
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
年
長
の
娘
が
母
代
わ
り
に
な
る
か
、
子
供
を
連
れ
て
入
宮
す
る
か
し
て
お
り
、

寡
婦
で
あ
る
母
は
、
妻
や
娘
で
あ
る
女
性
よ
り
自
主
性
が
高
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
虹
）
。

こ
れ
ら
の
女
性
た
ち
は
入
宮
し
た
あ
と
、
ど
う
い
っ
た
名
位
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
な
職
務
を
担
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
前
に
引
用
し
た
資
料

に
あ
る
「
暦
大
家
之
選
」
「
求
諸
女
史
」
と
い
っ
た
表
現
は
、
古
典
を
引
用
し
て
簡
略
に
叙
述
し
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
「
大
家
」
を
も
っ

て
政
治
を
輔
け
た
婦
人
を
瞼
え
た
典
拠
は
、
後
漢
曹
世
叔
の
妻
の
班
昭
に
始
ま
る
。
班
昭
は
班
彪
・
班
固
の
妹
で
、
博
学
高
才
で
あ
っ
た
。

和
帝
は
繰
り
返
し
彼
女
を
招
い
て
入
宮
さ
せ
、
皇
后
・
貴
人
の
師
と
し
、
号
を
「
大
家
」
と
し
た
。
部
太
后
が
臨
朝
す
る
と
、
班
昭
は
さ
ら

に
政
事
に
も
参
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（
蝿
）
。
「
女
史
」
は
『
周
礼
」
の
「
女
史
掌
王
后
之
礼
職
、
掌
内
治
之
試
、
以
詔
后
治
内
政
。
逆
内
宮
、

書
内
令
、
凡
后
之
事
、
以
礼
従
」
（
蝿
）
を
典
拠
と
す
る
。
唐
代
の
宮
官
の
系
統
に
も
女
史
と
い
う
職
が
あ
る
が
、
品
級
が
き
わ
め
て
低
く
、
内

九
品
に
入
ら
な
い
。
そ
の
職
掌
は
、
宮
官
に
協
力
し
て
行
政
文
書
を
処
理
す
る
ぐ
ら
い
の
も
の
で
、
『
周
礼
』
に
記
さ
れ
た
王
后
の
六
宮
の
治

め
を
補
佐
す
る
重
要
な
女
官
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
（
“
）
。
椀
児
が
十
三
歳
で
す
で
に
五
品
の
才
人
の
位
に
い
た
こ
と
を
み
れ
ば
、
召
さ
れ
て

入
宮
し
た
こ
れ
ら
の
婦
人
た
ち
は
、
正
式
な
名
位
を
持
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
内
品
に
も
入
ら
な
い
女
史
の
位
に
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

現
存
す
る
資
料
か
ら
は
、
殿
氏
・
李
氏
・
部
国
夫
人
が
入
宮
し
た
あ
と
の
名
位
を
確
認
で
き
な
い
が
、
幸
い
、
張
説
が
作
成
し
た
圭
行
倹

の
神
道
碑
に
は
、
庫
狄
氏
が
入
宮
し
て
「
拝
為
御
正
」
さ
れ
た
こ
と
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
貴
重
な
手
が
か
り
が
残
さ
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庫
狄
氏
が
国
事
の
決
定
に
参
加
し
た
以
外
に
、
部
国
夫
人
も
政
事
に
き
わ
め
て
深
く
参
与
し
た
と
思
わ
れ
る
。
墓
誌
銘
に
は
、
部
国
夫
人

が
入
宮
し
て
政
治
を
輔
け
た
こ
と
が
「
幽
賛
日
月
、
財
成
天
地
、
温
室
不
傳
、
平
城
壼
秘
」
と
い
う
ふ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
墓
誌
銘
作
者

の
張
説
は
、
漢
代
の
名
臣
の
孔
光
が
家
に
帰
れ
ば
政
事
に
言
及
し
な
か
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
彼
女
の
慎
重
さ
を
職
え
、
陳
平
が
漢
高
帝
を

単
干
の
包
囲
か
ら
救
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
彼
女
の
智
謀
を
瞼
え
て
い
る
（
頓
）
。
部
国
夫
人
は
女
帝
の
傍
ら
で
謀
を
巡
ら
し
策
を
練
る
役
割
を
果

た
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
李
氏
の
名
位
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
墓
誌
に
「
侍
奉
辰
極
一
十
五
年
、
墨
勅
制
詞
多
夫
人
所
作
」
届
）
と

あ
り
、
李
氏
は
主
に
詔
を
草
す
る
こ
と
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
武
周
期
に
お
け
る
鋺
児
の
名
位
も
、
史
伝
や
墓
誌
に
も
み
ら
れ
ず
、

鋺
児
が
武
周
期
に
な
っ
て
も
ま
だ
内
官
の
身
分
で
政
治
を
輔
け
て
い
た
か
、
そ
れ
と
も
新
し
い
女
官
の
職
位
を
授
か
っ
た
か
は
確
定
で
き
な

い
。
た
だ
、
鋺
児
は
武
周
の
中
後
期
に
お
い
て
、
す
で
に
武
望
の
た
め
に
詔
を
草
案
し
、
国
政
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
習
。

鋺
児
お
よ
び
こ
れ
ら
入
宮
し
て
政
治
を
輔
け
た
女
性
た
ち
は
、
武
望
を
補
佐
し
た
時
間
が
長
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
殿
氏
と
鄙
国
夫
人
の

資
料
が
少
な
す
ぎ
る
た
め
、
論
じ
な
い
こ
と
に
す
る
が
、
李
氏
は
十
余
年
間
、
武
窒
の
た
め
に
詔
を
草
し
て
い
て
、
長
安
二
年
（
七
○
二
）

れ
た
こ
と
で
、
武
望
の
宮
廷
に
お
い
て
新
た
な
女
性
官
職
を
創
設
し
た
こ
と
が
実
証
さ
れ
た
。
官
志
と
政
典
に
と
も
に
記
録
さ
れ
な
い
の
は
、

女
官
の
制
が
経
典
に
離
れ
道
理
に
背
い
た
と
み
な
さ
れ
、
意
図
的
に
削
除
さ
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

唐
代
に
お
い
て
、
本
来
、
外
朝
に
も
宮
廷
に
も
御
正
と
い
う
職
は
な
い
。
歴
代
の
官
制
の
沿
革
を
考
察
す
る
と
、
北
周
に
御
正
を
設
置
し

た
こ
と
が
あ
り
、
品
秩
は
六
命
で
、
上
大
夫
で
あ
っ
て
、
唐
代
の
九
品
の
な
か
の
正
四
品
に
あ
た
る
。
そ
の
職
務
は
「
任
総
絲
倫
、
職
在
弼

譜
。
凡
諸
刑
罰
爵
賞
、
震
及
軍
国
大
事
、
皆
須
参
議
」
届
）
と
い
う
。
武
周
の
宮
廷
に
お
い
て
、
御
正
と
い
う
職
の
地
位
と
職
掌
が
北
周
の
外

朝
の
御
正
大
夫
を
襲
っ
た
か
は
確
認
で
き
な
い
が
、
張
説
は
武
周
期
に
お
け
る
庫
狄
氏
の
活
動
を
「
蝸
后
補
天
、
進
参
十
乱
」
と
い
う
ふ
う

に
ま
と
め
て
、
庫
狄
氏
を
周
武
王
を
補
佐
し
た
十
大
功
臣
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
こ
と
か
ら
届
）
、
そ
の
地
位
や
職
掌
は
大
き
な
役
割
を
占
め
る

に
ま
と
め
て
、
庫
札

可
能
性
が
大
き
い
。
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に
な
っ
て
皇
宮
で
死
去
し
た
詞
）
。
庫
狄
氏
は
武
望
が
臨
朝
し
は
じ
め
た
頃
か
ら
入
宮
し
、
女
帝
が
退
位
し
た
あ
と
、
職
務
を
辞
任
し
て
「
帰

養
私
門
」
（
団
）
と
な
っ
た
。
鋺
児
は
、
才
人
と
な
っ
た
頃
か
ら
数
え
れ
ば
三
十
年
間
も
武
翌
の
傍
ら
に
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
高
宗
朝
後
期
で

あ
っ
て
も
武
周
朝
で
あ
っ
て
も
、
才
婦
の
登
用
が
定
期
的
に
行
う
常
制
に
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
新
人
の
補
充
が
足
り
て
い
な
か
っ
た
こ
と

を
反
映
し
て
い
る
。
「
御
正
」
な
ど
女
帝
に
よ
っ
て
新
し
い
女
性
の
職
が
創
設
さ
れ
た
が
、
厳
密
な
官
職
の
序
列
が
整
わ
な
か
っ
た
と
み
え
、

政
治
を
輔
け
る
女
性
の
昇
進
が
限
ら
れ
《
固
定
さ
れ
た
地
位
に
留
ま
っ
て
い
た
可
能
性
が
き
わ
め
て
大
き
い
。
そ
れ
で
も
、
女
主
が
政
事
を

執
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
性
が
詔
勅
作
成
を
掌
り
、
機
密
に
預
か
る
必
要
性
が
増
し
、
宮
廷
の
文
書
行
政
な
ど
に
関
与
す
る
機
会
も
増
加
し

た
だ
ろ
う
尻
）
。
如
意
元
年
（
六
九
二
）
に
内
文
学
館
の
規
模
を
拡
張
し
、
宮
人
を
教
育
す
る
教
師
は
、
こ
れ
ま
で
儒
学
者
一
人
を
学
士
に
任

じ
て
い
た
が
、
内
教
博
士
十
八
人
へ
と
増
員
し
た
。
そ
の
内
訳
は
、
「
経
学
五
人
、
史
・
子
・
集
綴
文
三
人
、
槽
書
二
人
、
荘
老
・
太
一
・
蒙

書
・
律
令
・
吟
詠
・
飛
白
書
・
算
・
碁
各
一
人
」
（
卵
）
と
あ
る
。
教
授
陣
の
拡
充
は
、
宮
人
を
教
育
す
る
必
要
性
が
増
し
、
教
育
内
容
が
「
士

人
化
」
し
た
こ
と
を
反
映
す
る
と
と
も
に
、
宮
人
の
職
務
の
変
化
も
示
し
て
い
る
。
資
料
の
制
限
の
た
め
、
武
周
期
に
お
け
る
女
官
の
任
用

が
ど
こ
ま
で
進
ん
で
い
た
か
は
判
断
し
難
い
が
、
墓
誌
資
料
を
用
い
た
補
完
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
は
断
定
で
き
る
。

神
龍
元
年
（
七
○
五
）
、
武
望
の
退
位
と
と
も
に
、
皇
帝
の
権
力
は
李
家
の
男
子
に
戻
っ
て
き
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
で
に
指
摘
さ
れ

て
き
た
よ
う
に
、
中
宗
朝
で
は
宮
廷
女
性
の
政
治
参
与
は
衰
退
せ
ず
、
逆
に
よ
り
公
然
と
し
た
も
の
と
な
り
、
制
度
化
の
方
向
へ
発
展
し
た
。

例
え
ば
、
草
后
が
中
宗
と
と
も
に
臨
朝
し
政
事
を
聴
き
、
公
主
が
府
を
開
き
官
司
を
設
置
し
て
権
力
が
皇
子
に
よ
り
近
づ
い
た
の
で
あ
る
（
別
）
。

本
研
究
が
注
目
す
る
女
性
の
輔
臣
の
政
治
的
地
位
に
も
、
中
宗
朝
に
お
い
て
、
大
き
な
発
展
が
あ
っ
た
。
女
性
の
名
位
を
官
僚
の
品
階
と
結

三
、
中
宗
・
書
宗
朝
の
女
性
の
輔
臣
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武
周
期
、
司
馬
慎
微
の
妻
の
李
氏
は
上
官
腕
児
と
と
も
に
、
女
帝
の
詔
制
を
掌
っ
て
い
た
が
、
女
帝
は
内
文
書
を
取
り
仕
切
る
た
め
の
専

任
の
女
官
を
任
命
し
た
こ
と
が
な
く
、
依
然
と
し
て
蘇
味
道
・
童
承
慶
ら
の
よ
う
な
大
臣
に
命
じ
て
禁
中
に
入
ら
せ
詔
を
起
草
さ
せ
た
［
訳

者
注
”
待
詔
］
（
印
）
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
禁
中
に
入
っ
て
詔
を
起
草
す
る
待
詔
は
、
品
秩
の
な
い
使
職
で
あ
り
、
皇
帝
が
自

ら
選
び
、
宰
相
あ
る
い
は
中
書
舎
人
な
ど
の
高
官
を
任
じ
る
こ
と
が
多
く
、
詔
を
起
草
す
る
ほ
か
、
国
政
に
も
参
与
す
る
と
い
う
、
皇
帝
が

非
常
に
信
頼
す
る
臣
下
で
あ
る
（
閃
）
。
中
宗
期
、
椀
児
は
昭
容
の
地
位
に
い
た
が
、
禁
中
に
入
り
詔
を
起
草
す
る
と
い
う
朝
廷
の
大
臣
の
職
務

を
完
全
に
代
わ
っ
て
行
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
椀
児
が
内
官
の
身
分
で
中
宗
に
最
も
信
頼
さ
れ
る
輔
臣
と
な
り
、
そ
の
た
め
女
性
の
内
官
と

朝
廷
の
外
官
と
の
間
で
権
限
や
職
務
の
境
界
が
ま
す
ま
す
不
明
確
に
な
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。

武
望
の
執
政
か
ら
中
宗
期
に
か
け
て
、
鋺
児
の
身
分
は
皇
后
の
内
官
か
ら
、
女
帝
の
内
官
（
新
た
な
職
に
就
い
た
可
能
性
も
排
除
で
き
な

い
）
を
経
て
、
皇
帝
の
内
官
に
な
り
、
そ
の
政
治
的
身
分
は
次
第
に
外
朝
の
官
員
に
近
づ
い
て
い
っ
た
。
鋺
児
は
中
宗
の
最
も
親
密
な
輔
臣

と
し
て
、
そ
の
詔
を
起
草
す
る
任
務
を
使
職
の
形
式
で
授
与
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
政
治
的
地
位
は
、
昭
容
が
二
品
の
官
職
で
あ
る
た
め
、

中
宗
の
即
位
後
、
す
べ
て
の
官
職
は
旧
に
復
し
た
た
め
弱
）
、
武
塞
が
創
設
し
た
女
性
の
官
職
も
廃
止
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
鋺

児
は
内
官
の
体
系
で
昇
進
し
た
。
墓
誌
に
よ
れ
ば
、
腕
児
は
神
龍
元
年
に
昭
容
に
冊
さ
れ
た
と
い
う
。
史
書
に
は
、
鋺
児
が
勅
の
作
成
を
專

ら
掌
り
、
深
く
信
頼
さ
れ
た
（
「
專
掌
制
命
、
深
被
信
任
」
）
と
記
さ
れ
て
い
る
虎
）
。
こ
の
時
、
鋺
児
の
内
官
身
分
と
職
権
に
重
要
な
変
化
が

ら
掌
り
、

あ
っ
た
。

合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
身
分
が
官
員
と
同
等
に
み
な
さ
れ
、
官
員
と
同
じ
権
力
と
待
遇
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
上
官

鋺
児
は
象
徴
的
な
存
在
で
あ
る
。

（
一
）
宰
輔
の
如
き
皇
帝
の
内
官
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外
朝
の
二
品
の
官
員
と
同
等
と
み
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
重
要
な
根
拠
の
一
つ
は
、
唐
隆
政
変
で
死
去
し
た
鋺
児
が
、
容
宗
景
雲
二
年
（
七

一
二
に
名
位
を
復
さ
れ
、
論
を
恵
文
と
贈
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
（
弱
）
。
唐
代
の
規
定
で
は
、
職
事
官
三
品
以
上
・
散
官
二
品
以
上
は
朝
廷
に

よ
っ
て
諭
号
を
贈
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
論
号
の
主
な
対
象
は
高
官
で
あ
り
、
内
官
や
外
命
婦
は
諭
号
を
得
る
資
格
が
な
い
（
凶
。
舂
宗
は
鋺
児

の
政
治
的
地
位
を
復
し
よ
う
と
し
て
彼
女
に
諭
号
を
贈
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
こ
れ
は
中
宗
期
に
お
け
る
鋺
児
の
地
位
が
京
官
の
二
品
と
同
じ

だ
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
（
団
）
。

し
か
し
、
新
出
し
た
墓
誌
に
よ
る
と
、
腕
児
は
景
雲
元
年
、
す
で
に
昭
容
を
贈
官
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
景
雲
二
年
に
追
復
を
得

た
こ
と
と
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
墓
誌
に
記
さ
れ
た
こ
の
新
し
い
情
報
は
、
伝
世
文
献
に
記
さ
れ
た
、
「
追
復
上
官
昭
容
」
の
意
義

を
明
ら
か
に
す
る
助
け
に
な
る
と
考
え
る
。
贈
官
と
贈
諭
の
違
い
を
把
握
す
れ
ば
、
昭
容
と
い
う
名
号
は
鋺
児
の
政
治
的
な
地
位
を
表
す
に

は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
、
ま
た
、
「
昭
容
」
が
京
官
二
品
の
身
分
を
表
し
て
い
る
こ
と
を
見
落
と
せ
ば
、
昭
容
を
追
復
す
る
こ
と

の
意
味
は
十
分
に
理
解
で
き
な
い
こ
と
も
わ
か
る
。
以
下
、
試
論
し
て
み
よ
う
。

『
資
治
通
鑑
』
［
訳
者
注
”
以
下
『
通
鑑
』
と
略
す
］
に
「
〔
景
雲
二
年
〕
秋
、
七
月
、
癸
巳
、
追
復
上
官
昭
容
、
諭
日
恵
文
」
と
あ
り
、

胡
三
省
注
に
「
追
復
其
昭
容
之
職
而
加
之
以
論
」
と
あ
る
。
こ
の
記
載
に
基
づ
い
て
、
筆
者
は
か
つ
て
、
鋺
児
は
景
雲
二
年
に
、
昭
容
の
名

位
恢
復
と
追
贈
諭
号
に
よ
っ
て
名
誉
が
回
復
さ
れ
た
と
考
え
た
（
ｇ
ｏ
今
、
墓
誌
に
よ
る
と
、
鋺
児
が
死
去
す
る
前
の
最
後
の
名
位
は
捷
好
で

あ
り
、
葬
ら
れ
た
の
は
景
雲
元
年
八
月
二
十
四
日
で
あ
っ
て
、
容
宗
か
ら
「
礼
葬
贈
官
」
の
恩
恵
を
受
け
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
誌
蓋

に
書
か
れ
た
「
昭
容
」
は
す
な
わ
ち
、
春
宗
か
ら
の
贈
官
の
結
果
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
鋺
児
は
葬
ら
れ
た
時
す
で
に
昭
容
を
追
贈
さ
れ

て
お
り
、
景
雲
二
年
七
月
に
は
論
が
贈
ら
れ
た
の
み
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
追
復
の
内
容
に
対
す
る
胡
三
省
の
解
釈
に
は
誤
り
が
あ
る
（
凶
。

昭
容
の
位
が
す
で
に
恢
復
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
『
通
鑑
』
に
み
ら
れ
る
景
雲
二
年
の
「
追
復
上
官
昭
容
」
と
い
う
記
載
は
如
何
に
理
解

す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
『
通
鑑
』
が
「
追
復
」
に
言
及
す
る
と
き
の
文
脈
と
文
法
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
。
筆
者
が
史
語
所
漢
籍
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資
料
庫
［
訳
者
注
率
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
漢
籍
電
子
文
献
資
料
庫
］
を
利
用
し
、
『
通
鑑
』
に
お
い
て
「
追
復
」
と
い
う
言
葉
を
検

索
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
十
八
件
の
資
料
を
得
た
。
そ
の
文
脈
は
み
な
政
治
身
分
と
待
遇
の
恢
復
に
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
の
十
七
件
は

追
復
さ
れ
た
具
体
的
な
内
容
ｌ
例
え
ば
官
職
、
位
号
、
尊
号
な
ど
ｌ
が
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
「
追
復
上
官
昭
容
」
の
一
件
の
み
が

例
外
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
胡
三
省
が
わ
ざ
わ
ざ
注
を
加
え
て
解
釈
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
今
、
胡
〈
注
〉
の
誤
解
を
取
り
除
い
て
、
墓

誌
に
基
づ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
椀
児
は
死
去
か
ら
二
ヶ
月
以
内
に
、
す
で
に
「
昭
容
」
を
贈
官
さ
れ
た
た
め
、
名
位
に
つ
い
て
は
、
ほ
か

に
追
復
す
べ
き
位
号
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
通
鑑
』
の
記
述
が
急
に
終
わ
っ
て
い
る
の
は
、
省
略
で
は
な
い
と
考
え
ら

れ
る
。
で
は
、
景
雲
二
年
に
論
が
贈
ら
れ
た
行
為
は
な
ぜ
「
追
復
」
と
理
解
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
景
雲
元
年
、
葬
ら
れ
た
時
点
で
ま
だ
「
追

復
」
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

碗
児
墓
誌
を
詳
細
に
読
め
ば
、
撰
誌
者
が
鋺
児
の
事
跡
を
取
捨
選
択
し
、
鋺
児
が
権
力
を
掌
握
し
た
痕
跡
を
薄
め
た
こ
と
に
気
づ
く
。
墓

誌
に
は
、
武
望
が
椀
児
を
抜
擢
し
重
用
し
た
こ
と
に
つ
い
て
一
言
す
ら
見
え
ず
、
鋺
児
の
具
体
的
な
政
治
功
績
、
と
く
に
反
章
陣
営
に
と
っ

て
非
常
に
重
要
な
こ
と
、
す
な
わ
ち
椀
児
が
中
宗
の
遺
詔
を
起
草
し
相
王
を
導
い
て
政
治
を
輔
け
た
こ
と
す
ら
述
べ
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
草

后
の
権
力
掌
握
に
反
対
し
、
安
楽
公
、
王
を
皇
儲
に
さ
せ
な
い
よ
う
に
と
中
宗
に
強
く
勧
め
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
墓
誌
で
は
鋺
児
を
、

先
を
見
通
せ
る
が
、
椀
曲
的
に
君
王
に
忠
言
を
勧
め
る
こ
と
し
か
で
き
ず
、
最
後
は
、
罪
が
な
い
ま
ま
命
を
失
っ
た
犠
牲
者
と
し
て
描
い
て

い
る
。
彼
女
が
捷
好
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
昭
容
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
政
治
的
な
権
力
を
持
た
な
い
一
般
の
内
命
婦
と
同
じ
よ
う
に
み
え
る
（
Ｍ
）
。

一
方
、
鋺
児
を
斬
殺
す
る
こ
と
を
強
く
主
張
し
た
李
隆
基
は
、
墓
誌
の
中
で
は
、
立
ち
上
が
っ
て
皇
室
の
社
穆
を
救
っ
た
英
雄
の
よ
う
に
描

か
れ
て
い
る
。
鋺
児
の
死
に
は
李
隆
基
と
の
関
係
が
全
く
み
え
ず
、
た
だ
の
思
い
が
け
な
い
こ
と
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と

か
ら
、
椀
児
が
葬
ら
れ
た
時
、
李
隆
基
の
圧
力
が
ま
だ
大
き
か
っ
た
と
判
断
で
き
る
。

腕
児
墓
誌
に
は
舂
宗
が
彼
女
の
死
去
を
悼
み
、
礼
葬
・
贈
官
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
「
聖
慈
診
悼
、
愛
造
制
命
、
礼
葬
贈
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官
」
）
が
、
疑
問
に
思
わ
れ
る
の
は
、
誌
題
に
彼
女
の
官
職
が
「
捷
好
」
と
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
唐
代
墓
誌
の
用
例
か
ら
み
れ
ば
、
誌

題
に
記
さ
れ
る
の
は
最
終
の
官
爵
で
あ
り
、
追
贈
が
あ
る
場
合
、
そ
の
贈
官
が
最
終
の
官
爵
と
さ
れ
る
品
）
。
も
し
、
墓
誌
が
鎬
刻
さ
れ
る
以

前
に
、
鋺
児
が
す
で
に
贈
官
さ
れ
て
い
た
な
ら
、
誌
題
に
贈
官
の
官
職
が
記
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
誌
題
は
「
捷
好
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
み
れ
ば
、
鋺
児
が
贈
官
さ
れ
た
時
期
が
遅
か
っ
た
た
め
、
誌
蓋
の
み
に
［
「
昭
容
」
と
Ⅱ
訳
者
補
筆
］
記
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
で

に
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
両
晋
南
朝
に
比
べ
る
と
、
唐
代
の
贈
官
制
度
は
簡
易
化
さ
れ
て
お
り
、
諸
臣
の
合
議
が
必
要
と
さ
れ
な
く
な

り
、
死
去
当
日
に
贈
官
さ
れ
た
例
も
見
ら
れ
る
。
何
品
以
上
の
官
職
に
贈
官
す
る
か
は
規
定
さ
れ
ず
、
贈
官
の
高
低
は
皇
帝
の
意
志
に
よ
っ

て
主
導
さ
れ
た
た
め
、
贈
官
は
皇
帝
の
恩
沢
と
み
な
さ
れ
て
い
た
品
）
。
し
た
が
っ
て
、
鋺
児
が
死
去
し
た
時
、
容
宗
の
権
力
は
ま
だ
安
定
し

て
お
ら
ず
、
鋺
児
が
贈
官
さ
れ
た
過
程
も
ス
ム
ー
ズ
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
を
阻
ん
だ
、
王
な
障
碍
は
、
鋺
児
の
斬
殺
を
強
く
主

張
し
た
李
隆
基
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
誌
文
に
は
太
平
公
主
が
椀
児
の
死
去
に
ひ
ど
く
痛
み
を
感
じ
た
と
描
か
れ
て

い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
鋺
児
の
贈
官
や
葬
礼
の
処
理
は
、
太
平
公
主
と
李
隆
基
と
の
間
の
角
逐
と
妥
協
の
結
果
に
よ
る
も
の
で

い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
こ

し
た
が
っ
て
、
景
雲
元
年
に
、
椀
児
は
「
昭
容
」
を
贈
官
さ
れ
た
が
、
政
変
で
亡
く
な
っ
た
時
の
冤
罪
は
ま
だ
晴
ら
さ
れ
て
お
ら
ず
、
輔

臣
と
し
て
の
功
績
も
顕
彰
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
腕
児
の
中
宗
朝
に
お
け
る
二
品
官
と
み
な
さ
れ
た
地
位
も
再
び
承
認
さ
れ
る
に
は
至
ら

な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
景
雲
二
年
に
至
り
、
鋺
児
に
諭
号
が
贈
ら
れ
、
よ
う
や
く
、
二
品
の
官
員
が
有
す
べ
き
待
遇
が
も
た
ら
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
複
雑
な
議
論
・
贈
諭
の
過
程
を
経
て
、
最
終
的
に
「
恵
文
」
が
論
と
さ
れ
、
鋺
児
の
功
過
が
定
ま
り
、
彼
女
の
官
員
身
分
や
輔

政
の
功
績
が
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
認
め
ら
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
『
通
鑑
』
が
「
追
復
」
と
い
う
言
葉
で
記
述
す
る
の
は
、
き
わ
め
て
精
確
な
書

き
方
で
あ
り
、
椀
児
の
政
治
的
身
分
の
特
質
や
変
化
を
把
握
し
て
い
る
。
墓
誌
の
出
士
は
『
通
鑑
』
胡
〈
注
〉
の
誤
り
を
取
り
除
く
助
け
に

な
り
、
上
官
椀
児
の
政
治
的
身
分
は
内
官
の
名
号
と
官
僚
品
階
と
が
結
合
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
追
復
」
さ
れ
た
の
は
昭
容
と
い
う
内
官
の
名

あ
る
と
推
察
で
き
る
（
国
。
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景
龍
二
年
（
七
○
八
）
、
章
后
は
「
自
妃
主
及
五
品
以
上
母
妻
、
井
不
因
夫
子
封
者
、
請
自
今
遷
葬
之
日
、
特
給
鼓
吹
、
宮
官
亦
準
此
」
と

上
言
し
、
中
宗
は
制
を
下
し
許
可
し
た
閥
）
。
ま
ず
、
こ
の
規
定
の
対
象
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
内
外
命
婦
の
体
系
を
対
比
す
る
と
、

「
主
」
は
公
主
・
郡
主
・
県
主
を
指
し
、
爵
品
は
正
一
品
よ
り
二
品
に
至
る
。
「
五
品
以
上
母
妻
」
と
は
、
夫
・
子
が
五
品
以
上
の
官
員
あ
る

い
は
娘
が
四
品
以
上
の
内
命
婦
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
命
婦
に
封
じ
ら
れ
た
女
性
で
あ
る
。
「
不
因
夫
子
封
者
」
と
は
、
自
身
に
起
因
し

て
命
婦
に
封
じ
ら
れ
た
女
性
で
あ
る
。
こ
の
二
種
類
の
命
婦
の
品
階
は
五
品
以
上
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
の
「
妃
」
は
五
品
以
上
の

者
の
み
を
指
し
、
才
人
以
上
の
皇
帝
の
妃
續
、
承
徽
以
上
の
太
子
の
續
妾
、
及
び
親
王
・
郡
王
の
母
妻
が
含
ま
れ
て
い
る
。
宮
官
は
爵
封
で

は
な
い
た
め
、
命
婦
の
体
系
に
入
っ
て
い
な
い
。
命
婦
に
準
じ
礼
遇
を
受
け
る
こ
の
特
恩
に
該
当
す
る
宮
官
は
、
正
五
品
の
六
尚
（
尚
宮
、

尚
儀
な
ど
）
と
宮
正
の
み
で
あ
る
（
四
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
改
制
は
五
品
以
上
の
内
外
命
婦
と
宮
官
を
対
象
と
し
、
葬
礼
で
鼓
吹
を
賜
う
こ
と
を
通
じ
て
、
彼
女
ら
の
礼
儀
上
の

待
遇
と
地
位
を
上
昇
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
資
料
の
制
限
が
あ
り
、
鼓
吹
を
賜
う
唐
代
の
制
度
は
把
握
で
き
な
い
が
、
当
時
、
こ
の
改
制
に

号
だ
け
で
は
な
い
こ
と
を
精
確
に
理
解
す
る
に
も
役
に
立
つ
。

上
官
鋺
児
は
内
官
の
名
位
を
以
て
、
禁
中
で
詔
を
起
草
す
る
待
詔
と
い
う
使
職
を
専
ら
と
し
、
内
官
の
品
階
を
以
て
外
朝
の
官
品
に
比
定

さ
れ
、
そ
れ
に
相
当
す
る
待
遇
を
受
け
た
。
こ
の
現
象
の
意
義
は
、
女
性
の
名
位
が
官
僚
制
度
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
政
治
参
与
し
た
女
性
の

身
分
が
官
僚
制
度
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
な
垣
根
を
乗
り
越
え
、
官
員
身
分
と
み
な
さ
れ
て
男
性
官
人
た
ち
と
対
等
の
立
場
に
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
に
あ
る
（
卵
）
。
中
宗
期
に
お
け
る
政
治
参
与
し
た
女
性
の
身
分
の
官
僚
化
は
、
そ
の
他
の
命
婦
と
宮
官
の
諸
改
制
を
通
じ
て
も
立
証
で
き

プ
（
）
○

（
二
）
命
婦
・
宮
官
の
官
僚
特
権
の
取
得
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景
龍
三
年
（
七
○
九
）
、
章
后
が
上
表
し
て
「
諸
婦
人
不
因
夫
・
子
而
加
邑
号
者
、
許
同
見
任
職
事
官
、
聴
子
孫
用
膜
」
こ
と
を
求
め
、
中

宗
は
こ
の
願
い
に
従
っ
た
（
ひ
。
蔭
を
用
い
る
こ
と
は
、
品
階
を
与
え
任
官
し
た
り
、
罪
刑
を
軽
減
し
た
り
、
課
役
を
免
除
し
た
り
す
る
よ
う

な
実
質
の
利
益
に
関
わ
る
各
方
面
に
及
ぶ
、
唐
代
の
支
配
層
の
重
要
な
特
権
で
あ
る
。
こ
の
改
制
が
夫
・
子
の
官
位
に
よ
っ
て
封
じ
ら
れ
た

命
婦
の
大
多
数
を
除
外
し
た
の
は
、
蔭
を
用
い
る
こ
と
が
広
い
範
囲
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
よ
り
可
能
性
が

高
い
の
は
、
当
時
、
女
性
の
政
治
参
与
が
進
ん
で
い
た
た
め
、
自
身
の
力
で
邑
号
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
女
性
が
多
く
お
り
、
そ
の
中

心
的
存
在
は
、
政
治
に
預
か
っ
た
輔
臣
た
ち
で
あ
り
、
彼
女
ら
の
身
分
や
待
遇
が
次
第
に
職
事
官
と
同
等
と
み
な
さ
れ
、
一
般
の
命
婦
と
の

区
別
が
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

唐
代
の
制
度
は
、
主
に
官
職
の
等
級
を
以
て
、
蔭
を
用
い
る
資
格
を
規
定
し
て
い
る
。
『
唐
律
疏
議
」
名
例
で
は
、
命
婦
が
享
有
で
き
る
法

律
上
の
特
権
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
夫
・
子
の
官
位
に
よ
っ
て
婦
人
の
品
位
を
授
か
っ
た
場
合
、
命
婦
自
身
は
そ
の

品
位
を
以
て
刑
罰
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
命
婦
の
親
族
は
蔭
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
命
婦
が
封
じ
ら
れ
た
爵
位
が
夫
・
子

に
関
係
な
い
場
合
、
そ
の
爵
位
を
男
性
の
爵
位
に
準
え
た
う
え
で
、
命
婦
の
親
族
に
蔭
を
与
え
る
。
つ
ま
り
、
夫
・
子
に
よ
ら
ず
に
封
じ
ら

れ
た
命
婦
に
は
、
法
律
上
の
特
権
が
あ
っ
た
た
め
、
子
孫
は
蔭
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
子
孫
に
蔭
を
与
え
る
に
あ
た
っ
て
、
命
婦
の

反
対
し
た
者
が
「
準
〈
令
〉
、
五
品
官
婚
葬
、
元
無
鼓
吹
、
惟
京
官
五
品
、
得
借
四
品
鼓
吹
為
儀
」
（
ひ
と
唱
え
た
こ
と
か
ら
、
婚
礼
葬
礼
で
鼓

吹
す
る
こ
と
は
、
四
品
以
上
の
官
員
が
享
受
す
る
待
遇
で
あ
り
、
鼓
吹
の
規
定
は
品
階
の
高
低
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。
改
制
の

後
、
四
品
以
上
の
命
婦
は
、
そ
の
爵
品
に
従
い
同
じ
品
階
の
官
員
と
同
じ
礼
遇
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
五
品
命
婦
及
び
宮

官
は
五
品
の
京
官
に
倣
っ
て
、
一
般
の
五
品
官
員
が
法
規
定
の
不
在
に
よ
り
享
受
で
き
な
い
礼
遇
を
受
け
た
。
反
対
者
が
、
女
性
の
た
め
に

鼓
吹
す
る
の
は
適
切
で
な
い
と
主
張
し
た
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
こ
の
改
制
に
は
制
度
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
挑
戦
し
た
意
義
が

あ
る
元
）
。
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爵
位
を
男
性
の
爵
位
に
比
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
景
龍
三
年
の
改
制
で
は
、
夫
・
子
に
よ
ら
ず
に
封
じ
ら
れ
た
命
婦
は
、
職
事
官

に
比
定
し
て
蔭
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
。
［
訳
者
補
筆
率
改
制
の
］
内
容
か
ら
み
れ
ば
、
男
性
の
爵
位
に
比
定
さ
れ
た
時
よ
り
優
遇
さ
れ
て

景
龍
三
年
以
前
に
、
夫
・
子
に
よ
ら
ず
に
封
じ
ら
れ
た
命
婦
の
場
合
、
そ
の
子
孫
に
品
階
が
与
え
ら
れ
賦
役
が
免
除
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
、

現
在
把
握
で
き
る
資
料
に
よ
っ
て
は
確
認
で
き
な
い
。
も
し
、
夫
・
子
に
よ
ら
ず
に
封
じ
ら
れ
た
命
婦
の
子
孫
が
景
龍
三
年
以
前
に
、
蔭
を

用
い
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
景
龍
三
年
の
改
制
は
、
女
性
輔
臣
の
権
益
を
大
幅
に
上
昇
さ
せ
、
彼
女
た
ち
が
男
性
の
官
員
と

対
等
の
待
遇
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
に
違
い
な
い
。
子
孫
に
恩
蔭
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
母
は
政
治
権
力
の
源
に
な
り
、
政
治
領

域
に
お
け
る
女
性
の
独
立
し
た
人
格
が
肯
定
さ
れ
た
元
）
。
も
し
、
夫
・
子
に
よ
ら
ず
に
封
じ
ら
れ
た
命
婦
の
子
孫
が
景
龍
三
年
以
前
に
、
蔭

を
用
い
る
こ
と
が
で
き
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
男
性
の
爵
位
に
比
定
し
な
が
ら
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
景
龍
三
年
に
は
、
職
事
官
に
比

定
す
る
よ
う
に
改
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
蔭
の
等
級
が
上
昇
し
、
範
囲
が
拡
大
し
た
（
西
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
改
制
は
一
つ
重
要
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
そ
れ
は
、
自
身
で
命
婦
の
身
分
を
取
得
し
た
女
性
に
は
、
一
般
の

女
爵
で
は
な
く
、
職
事
官
に
準
じ
る
待
遇
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
爵
位
な
ど
に
は
よ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

彼
女
た
ち
は
ま
さ
に
官
僚
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
推
論
を
補
足
す
る
。
先
天
二
年
（
七
一
三
）
九
月
、
玄
宗
は
蟆
母
で
あ
る
燕
国
夫
人
寅
氏
の
養
育
の
恩
に
感
謝
す
る
た
め
に
、

詔
を
下
し
寶
氏
の
俸
給
を
上
げ
た
（
「
俸
料
禄
課
等
、
一
准
職
事
三
品
給
」
（
刀
）
）
。
「
俸
料
禄
課
」
は
官
員
の
主
な
収
入
で
あ
り
、
制
度
上
、
外

命
婦
は
食
実
封
の
あ
る
者
を
除
き
、
爵
位
に
よ
っ
て
経
済
的
な
優
遇
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
《
耐
）
。
玄
宗
が
下
し
た
こ
の
詔
は
特
別
な
恩
恵
を

与
え
た
よ
う
に
み
え
、
玄
宗
が
女
性
の
政
治
待
遇
を
男
性
の
そ
れ
と
同
等
に
す
る
こ
と
を
好
ま
な
い
こ
と
を
考
盧
す
れ
ば
、
命
婦
を
職
事
官

に
準
じ
て
俸
給
を
与
え
る
措
置
は
玄
宗
が
作
っ
た
の
で
は
な
く
、
嬢
母
を
寵
遇
し
た
た
め
、
常
例
を
破
っ
て
前
朝
の
規
定
を
用
い
た
と
考
え

い
ス
句
（
ど
○



ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
筆
者
は
、
燕
国
夫
人
が
受
け
た
特
恩
を
通
じ
て
、
中
宗
朝
に
お
い
て
、
夫
・
子
に
よ
ら
ず
に
封
じ
ら
れ
た
命
婦
に
、

す
で
に
職
事
官
に
準
じ
た
俸
給
が
与
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
き
わ
め
て
大
き
い
と
考
え
、
こ
れ
も
政
治
に
参
与
し
た
女
性
が
官
僚
と
み
な

さ
れ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
と
推
測
す
る
。

中
宗
朝
に
政
治
参
与
し
た
女
性
に
も
高
い
品
位
の
宮
官
が
存
在
す
る
。
彼
女
た
ち
は
、
景
龍
三
年
の
改
制
に
該
当
し
な
い
よ
う
に
み
え
る
が
、

店
そ
う
で
は
な
い
。
晩
唐
の
官
員
の
追
述
に
よ
れ
ば
、
中
宗
朝
に
お
い
て
、
尚
全
局
氏
が
循
国
夫
人
に
封
じ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
（
ね
）
◎
こ

、
’
‐
］帥

の
こ
と
か
ら
、
厚
く
信
任
さ
れ
た
宮
官
も
命
婦
に
封
じ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
、
夫
・
子
に
よ
ら
ず
に
邑
号
が
加
え
ら
れ
た
者
（
「
不
因
夫
・
子

誌臘
而
加
邑
号
者
」
）
の
範
晴
に
入
っ
た
と
わ
か
る
。
中
宗
朝
に
お
い
て
は
、
夫
・
子
に
よ
ら
ず
に
邑
号
が
加
え
ら
れ
た
命
婦
は
政
治
参
与
し
た
女

帥
性
の
な
か
の
重
要
な
一
類
型
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
自
身
の
力
で
爵
位
を
受
け
た
命
婦
た
ち
は
、
使
職
に
任
じ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
権
力
を

上
一
取
得
し
、
そ
の
地
位
や
待
遇
は
爵
品
を
以
て
男
官
の
官
品
に
準
じ
ら
れ
た
と
推
測
で
き
る
。

上側
最
後
に
、
命
婦
の
墓
誌
と
し
て
は
特
異
な
存
在
で
あ
っ
た
下
記
の
史
料
を
通
じ
て
、
中
宗
・
舂
宗
期
に
政
治
参
与
し
た
女
性
が
政
局
の
変

官伽
化
に
と
も
な
っ
て
度
々
命
婦
に
封
じ
ら
れ
、
そ
の
身
分
が
次
第
に
官
僚
的
身
分
に
変
わ
っ
て
い
た
過
程
を
み
て
み
よ
う
。
「
大
唐
故
衛
国
夫
人

胸
墓
誌
銘
井
序
」
は
次
の
よ
う
に
記
述
す
る
。

与参

夫
人
道
合
於
帝
、
徳
冠
於
朝
。
去
神
龍
元
年
二
月
廿
八
日
、
封
為
新
昌
郡
夫
人
。
出
入
彫
門
、
中
外
清
慎
。
口
景
龍
二
年
四
月
廿
日
、

治政

改
封
醇
國
夫
人
。
恩
榮
稠
畳
籠
圃
專
之
。
唐
隆
元
口
月
廿
八
日
、
復
封
徐
國
夫
人
。
忠
誠
奉
主
、
松
竹
其
心
。
景
團
一
奉
十
月
廿
二
一

の性女

日
、
轌
封
衛
國
夫
人
、
同
京
官
一
一
一
品
。
囮
亜
列
侯
、
名
超
宮
披
（
師
一
・

の期岫
夫
人
は
姓
が
王
で
、
自
身
の
功
績
で
命
婦
の
身
分
を
取
得
し
政
治
参
与
し
た
女
性
で
あ
る
。
初
め
て
封
じ
ら
れ
た
の
は
神
龍
元
年
（
七
○

唐
五
三
一
月
の
月
末
で
あ
り
、
中
宗
が
政
変
に
よ
っ
て
即
位
し
て
か
ら
一
ケ
月
余
り
の
時
で
あ
っ
た
。
先
行
研
究
で
は
多
く
の
墓
誌
を
用
い
て
、

５３

宮
人
が
神
龍
政
変
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
推
論
さ
れ
て
き
た
（
別
）
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
王
氏
は
宮
人
の
リ
ー
ダ
ー
の
一
人
で
あ
り
、
政
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権
の
転
換
に
功
績
が
あ
っ
た
た
め
、
郡
夫
人
に
封
じ
ら
れ
た
可
能
性
が
き
わ
め
て
大
き
い
。
し
か
も
、
徳
の
高
さ
が
朝
廷
に
広
く
知
ら
れ
、

宮
中
の
門
を
出
入
し
内
外
に
お
い
て
行
動
は
渭
慎
で
あ
っ
た
（
「
道
合
於
帝
、
徳
冠
於
朝
」
「
出
入
彫
門
、
中
外
清
慎
」
）
と
い
う
描
写
か
ら
み

れ
ば
、
王
氏
の
職
務
は
宮
中
に
限
ら
れ
ず
、
外
朝
で
も
積
極
的
に
活
動
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

景
龍
二
年
（
七
○
八
）
四
月
、
王
氏
は
郡
夫
人
か
ら
国
夫
人
に
昇
格
し
た
。
こ
の
年
二
月
、
章
后
の
衣
装
箱
か
ら
五
色
の
雲
が
出
て
き
た

（
「
宮
中
希
旨
妄
称
〔
章
〕
后
衣
箱
中
有
五
色
雲
出
」
）
た
め
、
中
宗
は
天
下
に
大
赦
し
、
内
外
の
五
品
以
上
の
者
の
母
・
妻
に
各
々
邑
号
を

一
等
加
え
、
妻
が
い
な
い
者
は
娘
に
授
け
た
（
「
内
外
五
品
已
上
母
妻
各
加
邑
号
一
等
、
無
妻
者
聴
授
女
」
（
翌
）
。
王
氏
の
邑
号
の
昇
格
も
こ

れ
に
関
連
す
る
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
ず
、
祥
瑞
を
宮
中
か
ら
外
に
伝
え
る
に
は
、
宮
廷
の
女
性
が
共
謀
し
協
力
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、

官
員
の
母
・
妻
は
み
な
邑
号
が
加
え
ら
れ
、
妻
が
い
な
い
者
は
代
わ
り
に
娘
が
授
か
る
こ
と
さ
え
で
き
た
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
夫
・
子
に
よ

ら
ず
に
封
じ
ら
れ
た
命
婦
も
、
章
后
の
恩
沢
を
受
け
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
史
書
に
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
王
氏
は
今
回
の

加
封
の
後
、
籠
遇
を
得
て
高
禄
を
專
ら
に
し
た
（
「
籠
禄
專
之
」
）
た
め
、
さ
ら
に
一
歩
進
め
ば
、
職
事
官
に
準
じ
た
俸
給
を
受
け
る
待
遇
を

獲
得
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。

唐
隆
元
年
（
七
一
○
）
某
月
二
十
八
日
、
王
氏
は
三
回
目
の
進
封
で
徐
国
夫
人
に
封
じ
ら
れ
た
。
誌
文
に
は
「
年
」
と
い
う
文
字
が
欠
け
、

何
月
な
の
か
も
判
別
で
き
な
い
が
、
こ
の
年
の
六
月
四
日
に
「
唐
隆
」
と
改
元
し
、
七
月
二
十
日
は
「
景
雲
」
と
改
元
し
た
た
め
、
王
氏
が

封
じ
ら
れ
た
の
は
六
月
二
十
八
日
と
確
認
で
き
る
。
こ
の
日
は
、
反
童
政
変
の
日
と
は
僅
か
に
九
日
間
、
容
宗
の
即
位
と
は
僅
か
に
五
日
間

の
隔
た
り
で
あ
る
。
誌
文
で
王
氏
が
忠
誠
心
の
厚
い
人
物
（
「
忠
誠
奉
主
、
松
竹
其
心
」
）
と
描
か
れ
て
い
る
点
か
ら
み
れ
ば
、
王
氏
は
再
び

政
変
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
た
め
功
に
報
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
王
氏
は
景
雲
二
年
（
七
一
二
十
月
に
、

改
め
て
衛
国
夫
人
に
封
じ
ら
れ
た
。
こ
こ
で
特
殊
な
の
は
、
そ
の
身
分
が
三
品
の
京
官
と
同
じ
（
「
同
京
官
三
品
」
）
と
さ
れ
た
点
で
あ
る
。

こ
の
改
封
で
、
王
氏
の
地
位
や
待
遇
が
三
品
の
京
官
に
準
じ
ら
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
換
言
す
れ
ば
、
王
氏
の
政
治
的
な
名
号
は
国
夫
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な
る
と
、
太
平
、

が
恢
復
さ
れ
た
。

人
だ
が
、
そ
の
身
分
は
三
品
の
京
官
と
同
等
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
函
）
。

注
目
す
べ
き
は
、
王
氏
が
「
同
京
官
三
品
」
の
身
分
を
得
た
時
期
が
、
鋺
児
の
追
復
［
訳
者
注
皇
暴
一
三
一
年
七
月
］
の
直
後
で
あ
る
点
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
朝
廷
で
鋺
児
の
二
品
の
官
員
身
分
が
恢
復
さ
れ
て
間
も
な
く
、
政
治
に
参
与
し
た
女
性
た
ち
は
、
命
婦
の
名
号
を
官
員
の

品
階
に
連
動
さ
れ
、
官
員
と
み
な
さ
れ
る
身
分
を
得
た
の
で
あ
る
。
こ
の
現
象
は
た
だ
の
偶
然
と
は
思
え
な
い
。
上
官
鋺
児
に
官
員
の
身
分

を
追
復
し
た
こ
と
は
、
碗
児
個
人
の
政
治
的
地
位
を
恢
復
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
舂
宗
が
、
宮
廷
女
性
の
任
官
制
度
が
恢
復
さ
れ
た
こ
と
を

公
に
宣
言
し
、
太
平
公
主
の
意
欲
的
な
政
治
参
与
に
正
面
か
ら
応
じ
た
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
“
。
従
来
、
史
伝
に
は
歪
曲
や
隠

蔽
が
あ
る
た
め
、
上
官
鋺
児
の
追
復
が
有
す
る
政
治
上
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
お
け
る
深
い
意
義
が
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
。
中
宗
期
に
お
い
て
す

で
に
、
命
婦
の
名
号
を
官
品
と
結
合
す
る
形
で
女
性
の
官
員
身
分
が
認
め
ら
れ
た
が
、
唐
隆
政
変
の
後
、
一
旦
は
中
止
さ
れ
た
。
容
宗
期
に

な
る
と
、
太
平
公
主
の
政
治
参
与
を
き
っ
か
け
に
、
椀
児
へ
の
追
復
を
標
示
と
し
て
、
政
治
に
参
与
す
る
女
性
の
地
位
の
官
僚
と
の
同
等
視

中
宗
神
龍
元
年
か
ら
審
宗
景
雲
二
年
に
か
け
て
、
王
氏
の
政
治
的
身
分
は
宮
人
か
ら
命
婦
に
上
昇
し
、
幾
度
も
増
封
さ
れ
、
最
後
に
三
品

の
京
官
と
同
等
と
み
な
さ
れ
た
。
こ
の
六
年
の
短
い
間
に
、
政
治
参
与
す
る
女
性
の
身
分
が
急
速
に
官
僚
化
の
段
階
に
向
か
っ
た
こ
と
を
、

王
氏
の
経
歴
を
通
じ
て
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
先
天
二
年
（
七
一
三
）
、
太
平
公
主
の
勢
力
は
玄
宗
に
減
ぽ
さ
れ
（
西
、
そ
の
後
、

玄
宗
が
宮
廷
を
圧
制
し
、
女
性
の
権
力
掌
握
を
防
げ
た
た
め
、
女
性
が
外
朝
官
員
と
同
等
視
さ
れ
る
身
分
で
政
治
に
参
与
す
る
こ
と
は
見
ら

れ
な
く
な
っ
た
尻
）
。



38

唐
代
前
期
に
お
け
る
、
政
治
に
参
与
し
た
女
性
の
名
位
と
官
僚
制
度
と
の
連
動
は
、
史
伝
の
記
載
に
は
省
略
や
歪
曲
が
あ
る
た
め
、
研
究

者
に
と
っ
て
は
霧
中
に
花
を
見
る
如
く
、
史
実
を
掴
み
難
い
。
新
た
に
出
士
し
た
上
官
鋺
児
の
墓
誌
に
は
、
新
し
い
情
報
は
そ
れ
ほ
ど
多
く

は
な
い
が
、
椀
児
が
年
十
三
で
才
人
と
な
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
景
雲
元
年
に
贈
官
さ
れ
た
こ
と
な
ど
の
記
載
は
、
関
連
す
る
断
片
的
な
史
料

を
繋
げ
る
手
が
か
り
を
提
供
し
た
。

こ
う
し
た
微
か
な
手
が
か
り
か
ら
、
高
宗
朝
後
期
か
ら
武
周
・
中
宗
朝
を
経
て
舂
宗
期
に
至
る
ま
で
、
女
性
の
政
治
参
与
の
必
要
に
応
じ

て
内
官
・
命
婦
制
度
が
官
僚
制
度
と
連
動
し
て
い
っ
た
傾
向
が
み
え
て
き
た
。
高
宗
後
期
、
武
窒
の
主
導
の
も
と
、
内
官
の
性
質
は
皇
后
の

官
僚
へ
と
変
化
し
た
。
鋺
児
が
才
人
の
名
位
に
あ
っ
て
武
望
を
補
佐
し
た
こ
と
は
、
こ
の
時
期
の
改
制
の
例
証
で
あ
る
。
複
数
の
墓
誌
銘
か

ら
、
武
塞
は
内
官
の
制
度
を
運
用
し
た
ほ
か
、
才
婦
を
宮
廷
へ
召
し
、
女
官
の
新
た
な
職
を
創
設
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
女
性
は

長
期
間
に
わ
た
っ
て
政
務
に
協
力
し
、
国
政
に
も
関
与
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
史
料
に
逸
失
が
あ
り
、
彼
女
た
ち
の
権
力
・
待
遇
な
ど
に
関

わ
る
制
度
は
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
。

た
だ
し
、
中
宗
の
即
位
後
、
政
治
に
参
与
す
る
女
性
の
身
分
が
急
速
に
「
官
僚
化
」
し
た
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
上
官
腕
児
は
内
官
の
名

位
を
以
て
、
朝
廷
の
重
臣
が
担
っ
た
禁
中
の
待
詔
の
使
職
に
取
っ
て
代
わ
り
、
そ
の
爵
品
は
官
品
と
同
等
視
さ
れ
た
。
夫
・
子
に
よ
ら
ず
に

封
じ
ら
れ
た
命
婦
は
、
職
事
官
に
準
じ
て
蔭
を
用
い
る
特
権
や
礼
遇
を
獲
得
し
、
職
事
官
に
準
じ
た
俸
禄
を
受
け
た
可
能
性
も
あ
っ
た
。
中

宗
期
に
お
い
て
、
命
婦
の
名
号
を
官
品
と
結
合
す
る
形
で
女
性
が
官
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
が
、
唐
隆
政
変
の
後
、
一
旦
は
中
止
さ
れ

た
。
容
宗
期
に
な
る
と
、
太
平
公
主
の
政
治
参
与
を
き
っ
か
け
に
、
碗
児
へ
の
追
復
を
標
示
と
し
て
、
政
治
に
参
与
す
る
女
性
の
、
官
僚
と

同
等
視
さ
れ
る
地
位
が
恢
復
さ
れ
た
。
容
宗
期
に
鋺
児
に
論
が
贈
ら
れ
、
官
員
の
身
分
が
追
復
さ
れ
た
こ
と
や
、
宮
人
の
王
氏
が
度
々
命
婦

四
、
結
論
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に
封
じ
ら
れ
、
最
終
的
に
「
三
品
の
京
官
と
同
等
」
の
身
分
を
取
得
し
た
こ
と
は
、
そ
の
明
証
で
あ
る
。

史
書
が
史
実
の
歪
曲
や
隠
蔽
を
行
っ
た
た
め
、
唐
代
前
期
に
お
け
る
女
性
の
政
治
参
与
と
政
治
制
度
と
の
連
動
は
見
逃
さ
れ
て
き
た
。
伝

世
文
献
や
出
士
資
料
に
対
す
る
再
考
・
批
判
を
通
じ
て
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
伝
統
的
な
儒
教
思
想
で
は
女
性

の
朝
廷
で
の
任
官
が
認
め
ら
れ
ず
、
明
確
な
権
力
や
品
階
を
も
つ
内
廷
の
宮
官
で
あ
っ
て
も
、
職
事
官
と
み
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
中
宗
・
害

宗
朝
に
お
い
て
、
官
僚
制
度
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
垣
根
を
乗
り
越
え
、
宮
廷
や
朝
廷
で
活
躍
し
政
治
に
参
与
し
た
一
部
の
女
性
が
認
め

ら
れ
、
職
事
官
と
同
等
と
み
な
さ
れ
る
身
分
が
与
え
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
女
性
の
数
は
多
く
は
な
い
が
、
深
い
文
化
的
な
意
義
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
唐
代
前
期
に
お
け
る
女
性
の
政
治
参
与
に
お
い
て
は
、
摂
政
を
超
越
し
て
真
に
天
下
を
統
治
す
る
女
帝
と
、
府
を
開
き
官
僚

を
置
く
な
ど
親
王
の
如
き
権
力
を
持
つ
公
主
、
お
よ
び
、
外
朝
官
員
と
同
等
の
身
分
や
待
遇
を
得
た
女
性
の
官
員
が
出
現
し
た
。
こ
れ
ら
は
、

い
ず
れ
も
政
治
史
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
上
の
画
期
的
な
現
象
で
あ
る
。

参
照

（
３
）
鄭
雅
如
「
重
探
上
官
鋺
兒
的
死
亡
、
平
反
與
當
代
評
価
」
（
初
出
は
『
早
期
中
国
史
研
究
』
、
四
二
〔
台
北
、
二
○
一
二
年
〕
、
一
二
‐
一
四
五
頁
。
修

訂
後
、
瀞
鑑
明
編
「
中
国
婦
女
史
論
集
』
て
集
〔
新
北
市
叱
稲
郷
出
版
社
、
二
○
一
四
年
〕
、
七
‐
四
○
頁
）
に
収
録
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
す
べ
て
修
訂
版
を

丁
）
李
明
・
歌
慶
剛
「
険
西
発
掘
唐
昭
容
上
官
氏
墓
」
（
『
中
国
文
物
報
』
、
二
○
一
三
年
九
月
三
日
）
。

（
２
）
墓
誌
の
釈
文
は
、
李
明
・
歌
慶
剛
弓
唐
昭
容
上
官
氏
墓
誌
』
妻
釈
」
（
『
考
古
與
文
物
』
、
二
○
一
三
”
六
〔
西
安
、
二
○
一
三
年
〕
、
八
六
’
八
七
頁
）
を

「
訳
者
補
注
］

鄭
雅
如
氏
は
、
本
論
文
刊
行
時
は
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
助
研
究
員
だ
っ
た
が
、
現
在
は
副
研
究
員
で
あ
る
。
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（
６
）
『
唐
六
典
』
で
は
、
内
命
婦
と
内
官
の
序
列
の
両
方
に
「
才
人
」
が
み
え
る
が
、
こ
の
二
箇
所
に
お
い
て
、
才
人
の
人
数
と
品
階
と
の
記
載
が
異
な
っ
て

い
る
。
割
注
に
よ
れ
ば
、
玄
宗
の
時
、
内
官
を
改
め
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
『
唐
六
典
』
内
官
条
は
新
制
を
反
映
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
『
唐
会
要
』
内

職
条
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
旧
制
に
お
い
て
は
、
内
官
の
官
名
・
品
階
と
、
内
命
婦
の
う
ち
貴
妃
か
ら
采
女
に
至
る
ま
で
の
名
称
・
品
級
と
が
同
一
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
筆
者
は
初
唐
に
お
い
て
、
皇
帝
の
蹟
の
名
号
は
元
々
爵
と
官
の
性
質
を
兼
ね
備
え
て
い
た
と
考
え
る
。
内
命
婦
の
範
囲
は
広
く
、
太
子
の
妾
も
含

み
、
し
か
も
内
命
婦
は
外
命
婦
と
相
対
関
係
に
あ
る
の
で
、
後
宮
の
組
織
か
ら
考
え
れ
ば
、
才
人
［
訳
者
注
卵
姉
児
墓
誌
に
み
ら
れ
る
「
才
人
」
の
こ
と
］
を

「
内
官
」
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
後
文
に
お
い
て
、
皇
帝
の
妃
續
を
論
じ
る
と
き
は
、
史
料
や
論
述
の
文
脈
に
よ
っ
て
内
官
あ
る
い
は

内
命
婦
に
分
類
す
る
。
李
林
甫
等
撰
『
唐
六
典
』
（
北
京
”
中
華
書
局
、
一
九
九
二
年
）
巻
二
、
司
封
郎
中
条
、
三
八
頁
。
李
林
甫
等
撰
『
唐
六
典
』
巻
一
二
、

内
官
条
、
三
四
七
’
三
四
八
頁
。
王
溥
『
唐
会
要
』
（
上
海
叩
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
○
○
六
年
）
巻
三
、
内
職
条
、
三
六
頁
。

（
７
）
劉
陶
等
撰
『
旧
唐
書
」
（
北
京
叩
中
華
書
局
、
一
九
七
五
年
）
巻
五
、
高
宗
本
紀
下
、
一
○
○
頁
。

（
８
）
欧
陽
修
・
宋
祁
『
新
唐
耆
』
（
北
京
叩
中
華
書
局
、
一
九
七
五
年
）
巻
七
六
、
后
妃
上
・
中
宗
章
皇
后
附
上
官
昭
容
伝
、
三
四
八
八
頁
。

（
９
）
仇
鹿
鳴
「
碑
伝
與
史
書
Ｉ
上
官
鋺
兒
的
生
平
與
形
象
」
（
『
学
術
月
刊
』
四
六
《
五
〔
上
海
、
二
○
一
四
年
〕
、
一
六
一
‐
一
六
二
頁
）
を
参
照
。
筆
者
は

椀
児
墓
誌
が
出
士
す
る
前
、
中
宗
朝
に
お
け
る
姉
児
の
昭
容
と
い
う
身
分
が
皇
帝
の
伴
侶
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
で
に
指
摘
し
た
（
鄭
雅
如
「
重
探

上
官
鋺
兒
的
死
亡
、
平
反
與
當
代
評
価
」
、
二
‐
一
二
頁
）
。

（
川
）
「
唐
六
典
』
、
「
旧
唐
書
』
職
官
志
、
『
新
唐
耆
』
百
官
志
な
ど
に
お
い
て
、
宮
廷
の
女
性
の
官
職
を
記
載
す
る
に
あ
た
っ
て
、
み
な
内
官
・
宮
官
に
分
類

し
て
述
べ
て
い
る
が
、
記
載
さ
れ
た
制
度
は
玄
宗
期
に
改
め
ら
れ
た
後
の
も
の
で
あ
る
。
唐
代
の
女
性
官
職
の
多
く
が
晴
代
に
倣
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る

と
、
晴
文
帝
開
皇
二
年
（
五
八
二
）
に
す
で
に
「
内
官
式
」
が
定
め
ら
れ
、
妃
續
と
六
宮
と
の
区
分
が
設
け
ら
れ
て
い
る
た
め
、
初
唐
の
典
制
に
は
す
で
に
内

官
と
宮
官
の
区
別
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
李
林
甫
等
撰
『
唐
六
典
』
巻
一
二
、
三
四
七
‐
三
五
五
頁
。
『
旧
唐
耆
』
巻
四
四
、
職
官
志
三
、
一
八
六
六
‐
一
八

引
用
す
る
。

一
○
‐
一
二
頁
）
。

（
４
）
鄭
雅
如
「
重
探
上
官
腕
兒
的
死
亡
、
平
反
與
當
代
評
価
」
、
二
‐
一
四
頁
。

（
５
）
趙
雨
楽
「
唐
前
期
宮
官
與
官
官
的
権
力
消
長
」
（
趙
雨
楽
『
従
宮
廷
到
戦
場
Ｉ
中
古
中
国
與
近
世
諸
考
察
』
香
港
》
中
華
書
局
、
二
○
○
七
年
に
収
録
、
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（
Ⅲ
）
「
旧
唐
書
』
巻
四
、
高
宗
本
紀
上
、
八
三
頁
。
『
旧
唐
書
」
巻
四
二
、
職
官
志
一
、
一
七
八
六
‐
一
七
八
八
頁
。
王
溥
『
唐
会
要
』
巻
三
、
内
職
条
、
三
七

頁
。
陳
弱
水
「
初
唐
政
治
中
的
女
性
意
識
」
、
二
○
五
頁
を
参
照
。

（
胆
）
資
料
は
王
溥
『
唐
会
要
』
巻
三
、
内
職
条
、
三
六
‐
三
七
頁
に
あ
る
。
表
は
陳
弱
水
「
初
唐
政
治
中
的
女
性
意
識
」
（
二
○
五
頁
）
を
参
考
に
し
た
。
原
表

は
捷
好
に
相
応
す
る
新
官
職
が
な
い
こ
と
を
無
視
し
て
い
る
。
「
承
閨
」
以
下
は
旧
制
の
「
美
人
」
以
下
に
対
応
す
る
。
こ
の
点
、
筆
者
が
修
正
し
た
。

（
田
）
陳
弱
水
「
初
唐
政
治
中
的
女
性
意
識
」
、
二
○
五
‐
二
○
七
頁
。

（
Ｍ
）
鄭
玄
注
、
孔
穎
達
正
義
、
呂
友
仁
整
理
『
礼
記
正
義
』
（
上
海
亜
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
○
○
八
年
）
巻
六
八
、
昏
義
第
四
十
四
二
二
八
二
頁
。

（
応
）
李
林
甫
等
「
唐
六
典
」
巻
一
二
、
三
四
七
頁
。

（
脇
）
『
晴
書
』
巻
三
六
、
后
妃
列
伝
、
三
○
六
‐
一
一
○
七
頁
。

（
Ⅳ
）
氣
賀
澤
保
規
氏
は
、
唐
代
の
皇
后
の
後
宮
体
制
に
お
け
る
統
領
の
地
位
は
未
確
立
で
あ
り
、
皇
后
を
立
て
な
く
て
も
後
宮
を
運
用
で
き
た
、
と
考
え
る
。

氣
賀
澤
保
規
「
試
論
晴
唐
時
代
皇
后
的
地
位
ｌ
武
則
天
上
台
歴
史
背
景
的
考
察
」
（
鄙
小
南
ら
編
『
唐
宋
女
性
與
社
会
』
上
海
》
上
海
辞
書
出
版
社
、
二
○

○
三
年
に
収
録
、
八
六
七
’
八
八
三
頁
）
。

（
肥
）
陳
弱
水
「
初
唐
政
治
中
的
女
性
意
識
」
、
二
○
五
頁
。

（
旧
）
鄭
玄
注
、
孔
頴
達
正
義
、
呂
友
仁
整
理
『
礼
記
正
義
』
、
巻
六
八
、
昏
義
第
四
十
四
二
二
八
三
頁
。

（
四
例
え
ば
唐
代
で
は
、
命
婦
が
皇
后
に
朝
謁
す
る
こ
と
は
武
翌
に
始
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
『
周
礼
』
に
あ
る
、
命
夫
は
人
主
に
朝
見
し
、
命
婦
は
女

君
に
朝
見
す
る
と
い
う
礼
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
王
溥
『
唐
会
要
』
巻
二
六
、
命
婦
朝
皇
后
条
、
五
七
三
頁
。
ま
た
武
望
は
か
つ
て
、
何
度
も
先
蚕
礼
を
行
い
、

禅
礼
に
お
い
て
亜
献
を
担
い
、
父
が
存
命
で
あ
っ
て
も
母
に
対
す
る
服
喪
期
間
を
三
年
に
延
ば
し
、
正
統
な
女
教
を
宣
揚
す
る
『
内
訓
』
な
ど
の
文
章
を
編
纂

し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
陳
弱
水
「
初
唐
政
治
中
的
女
性
意
識
」
二
○
二
‐
二
○
四
、
二
○
八
‐
二
二
四
頁
を
参
照
。
武
塞
が
い
か
に
先
蚕
礼
を
運
用
し
た
か
に

つ
い
て
は
、
新
城
理
恵
「
先
蚕
儀
礼
と
唐
代
の
皇
后
」
『
史
論
」
四
六
（
東
京
、
一
九
九
三
年
）
、
三
七
‐
五
○
頁
を
参
照
。

を
参
照
。

六
九
頁
。
「
新
唐
耆
』
巻
四
七
、
百
官
志
二
、
一
二
二
五
‐
一
二
三
二
頁
。
魏
徴
等
撰
『
晴
耆
』
（
北
京
”
中
華
書
局
、
一
九
七
三
年
）
巻
三
六
、
后
妃
伝
、
一

一
○
六
頁
。
陳
弱
水
「
初
唐
政
治
中
的
女
性
意
識
」
（
陳
弱
水
『
唐
代
的
婦
女
文
化
與
家
庭
生
活
』
〔
台
北
《
允
晨
文
化
、
二
○
○
七
年
〕
に
収
録
、
二
○
六
頁
）
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三
八
頁
。

（
習
黄
永
年
「
説
李
武
政
権
」
（
黄
永
年
著
『
唐
代
史
事
考
釈
」
〔
台
北
叩
聯
経
出
版
事
業
公
司
、
一
九
九
八
年
〕
、
二
二
‐
三
七
頁
に
所
収
）
、
鄭
雅
如
「
重

探
上
官
椀
兒
的
死
亡
、
平
反
與
當
代
評
価
」
（
二
二
‐
三
二
頁
）
を
参
照
。

（
習
玄
宗
が
内
官
の
制
度
を
修
正
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
李
林
甫
等
撰
『
唐
六
典
」
巻
一
二
、
内
官
条
割
注
、
三
四
七
頁
を
参
照
。
后
妃
の
権
力
掌
握
防
止

に
つ
い
て
は
、
黄
永
年
『
六
至
九
世
紀
中
国
政
治
史
』
（
上
海
“
上
海
書
店
出
版
社
、
二
○
○
六
年
）
、
第
七
章
「
玄
宗
朝
的
中
枢
政
局
」
、
二
二
五
‐
二
三
一
頁

品
）
趙
君
平
・
趙
文
成
編
『
秦
晋
豫
新
出
墓
誌
蒐
供
」
（
北
京
亜
国
家
図
書
館
出
版
社
、
二
○
一
二
年
）
、
「
唐
司
馬
慎
微
墓
誌
」
、
四
七
八
頁
。

扇
）
張
説
「
贈
大
尉
圭
公
神
道
碑
」
（
熊
飛
校
注
『
張
説
集
校
注
』
〔
北
京
”
中
華
書
局
、
二
○
一
三
年
〕
巻
一
四
、
七
二
四
頁
に
収
録
）
。

（
習
張
説
撰
・
熊
飛
校
注
「
張
説
集
校
注
』
巻
二
六
、
一
二
六
一
〒
一
二
六
三
頁
。

（
雪
史
書
に
よ
れ
ば
、
顕
慶
五
年
（
六
六
○
）
十
月
以
後
、
高
宗
が
風
眩
に
苦
し
ん
で
い
た
た
め
、
則
天
は
高
宗
の
か
わ
り
に
百
司
か
ら
の
上
表
文
を
批
答
し

は
じ
め
た
。
こ
の
時
か
ら
、
国
政
の
決
定
に
参
加
し
た
の
で
あ
る
。
神
龍
元
年
（
七
○
五
）
に
至
り
、
皇
位
を
中
宗
に
継
が
せ
る
ま
で
の
約
四
十
五
年
間
、
政

権
を
掌
握
し
た
。
王
溥
『
唐
会
要
」
巻
三
、
皇
后
、
天
后
武
氏
条
、
二
六
頁
。

（
凹
顔
真
卿
「
唐
故
通
議
大
夫
行
醇
王
友
柱
国
贈
秘
書
少
監
國
子
祭
酒
太
子
少
保
顔
君
廟
碑
銘
」
（
『
文
忠
集
』
〔
擴
清
乾
隆
勅
刻
武
英
殿
聚
珍
本
影
印
、
台
北
亜

芸
文
印
書
館
、
一
九
六
九
年
〕
巻
一
六
、
四
‐
一
頁
に
収
録
）
。

（
別
）
『
旧
唐
書
』
巻
六
、
則
天
皇
后
本
紀
、
三
六
頁
。
司
馬
光
等
撰
『
資
治
通
鑑
』
（
北
京
恥
中
華
書
局
、
一
九
六
三
年
）
巻
二
○
三
、
唐
紀
十
九
、
則
天

后
光
宅
元
年
条
、
六
四
一
七
’
六
四
一
九
頁
。

兎
）
資
料
は
趙
君
平
・
趙
文
成
編
『
秦
晋
豫
新
出
墓
誌
蒐
快
」
、
「
唐
司
馬
慎
微
墓
誌
」
、
四
七
八
頁
を
参
照
。
仇
鹿
鳴
「
碑
伝
與
史
伝
Ｉ
上
官
鋺
兒
的
生
平

を
参
照
。

に
収
録
）
。

風
）
陳
弱
水
「
初
唐
政
治
中
的
女
性
意
識
」
、
二
○
六
‐
二
○
七
頁
。

孟
）
顔
真
卿
「
杭
州
銭
塘
県
丞
段
府
君
夫
人
顔
君
神
道
砺
銘
」
（
董
詰
等
編
『
全
唐
文
』
〔
北
京
卵
中
華
書
局
、
一
九
八
三
年
〕
巻
三
四
四
、
三
四
九
三
‐
二
頁

（
里
こ
こ
で
「
内
治
」
を
「
内
理
」
と
書
く
の
は
、
高
宗
李
治
の
韓
を
忌
避
し
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
李
林
甫
等
『
唐
六
典
』
巻
二
、
司
封
郎
中
条
割
注
、
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兎
）
資
料
は
「
鄙
国
夫
人
墓
銘
」
『
張
説
集
校
注
』
巻
二
六
、
一
二
六
二
‐
一
二
六
三
頁
を
参
照
。
「
妹
月
」
と
い
う
典
故
は
『
春
秋
感
精
符
」
「
人
主
兄
日
姉
月
」

に
み
え
る
。
李
防
『
太
平
御
覧
』
（
台
北
二
口
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
七
五
年
）
巻
四
、
天
部
・
月
、
一
五
○
‐
一
頁
を
参
照
。

（
翌
墓
誌
銘
に
「
大
君
命
我
、
変
礼
断
恩
。
衛
妻
空
誓
、
息
媚
無
言
」
と
あ
る
。
銘
文
は
時
間
を
追
っ
て
述
べ
て
お
り
、
ま
た
後
文
の
叙
述
に
よ
れ
ば
、
鄙
国

夫
人
は
唐
隆
政
変
［
訳
者
注
亜
訣
章
后
一
派
の
変
］
の
時
に
亡
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
、
「
蝸
后
」
の
後
ろ
に
出
て
く
る
「
大
君
」
は
中
宗
の
こ

と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
「
衛
妻
」
は
衛
世
子
共
伯
の
妻
で
あ
り
、
夫
が
亡
く
な
っ
た
あ
と
、
再
婚
し
な
い
と
誓
っ
た
。
「
息
媚
」
は
息
国
の
侯
夫
人
で
あ
り
、

楚
に
滅
ぼ
さ
れ
、
再
婚
し
て
楚
文
王
の
夫
人
と
な
っ
た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
文
章
は
鄙
国
夫
人
の
再
婚
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
『
張
説
集

校
注
』
巻
二
六
、
一
二
六
三
頁
を
参
照
。
「
衛
妻
」
「
息
媚
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
熊
飛
注
釈
、
一
二
六
七
頁
を
参
照
。

（
哩
趙
君
平
・
趙
文
成
編
『
秦
晋
豫
新
出
墓
誌
蒐
供
」
「
唐
司
馬
慎
微
墓
誌
」
、
四
七
八
頁
。

参
照
。
實
氏
子
張
圭

あ
る
。
「
大
唐
故
少

六
○
八
頁
に
収
録
）

與
形
象
」
、
一
六
二
‐
一
六
三
頁
を
参
照
。

（
翌
顔
真
卿
「
唐
故
通
議
大
夫
行
酵
王
友
柱
国
贈
秘
書
少
監
國
子
祭
酒
太
子
少
保
顔
君
廟
碑
銘
」
（
「
文
忠
集
」
巻
一
六
、
四
‐
一
頁
に
収
録
）
。
寶
宗
「
述
耆
賦

下
」
（
董
詰
等
編
『
全
唐
文
』
巻
四
四
七
、
四
五
七
二
‐
一
頁
に
収
録
）
。
段
不
害
に
つ
い
て
は
、
『
南
史
』
巻
七
四
、
孝
義
下
・
段
不
害
伝
、
一
八
四
八
‐
一
八

社張 へ へ へ四
、説ぎ ぎ 翌九
二の熊張林頁
○＝U飛説宝を
○鄙司弓撰参
六国都贈 、 照
← 一L－ 1 1ユ， ○

撰宝林）別（岑、

仲
勉
校
記
「
元
和
姓
纂
Ｉ
附
四
校
記
』
（
北
京
“
中
華
書
局
、
一
九
九
四
年
）
巻
八
、
「
庫
狄
」
第
一
七
五
条
、
一
二
三
二
頁
。

（
雪
張
説
「
贈
大
尉
斐
公
神
道
碑
」
（
熊
飛
校
注
『
張
説
集
校
注
」
巻
一
四
、
七
一
九
Ｉ
七
二
五
頁
に
収
録
）
。

禿
）
熊
飛
「
鄙
国
夫
人
墓
銘
」
解
題
、
『
張
説
集
校
注
』
巻
二
六
、
一
二
六
四
頁
。
ま
た
宋
之
間
に
は
「
部
国
太
夫
人
挽
歌
」
一
首
が
あ
り
、
陶
敏
は
そ
れ
と

症
説
の
『
鄙
国
夫
人
墓
銘
』
を
合
わ
せ
て
見
て
、
こ
の
鄙
国
太
夫
人
は
玄
宗
の
嬢
母
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
陶
敏
『
全
唐
詩
人
名
彙
考
』
（
藩
暘
並
遼
海
出
版

熈
二
○
○
六
年
）
、
七
二
頁
を
参
照
。

（
ど
資
料
は
王
欽
若
等
編
、
周
動
初
等
校
訂
『
冊
府
元
亀
（
校
訂
本
こ
（
南
京
恥
鳳
凰
出
版
社
、
二
○
○
六
年
）
巻
三
八
、
帝
王
部
・
尊
乳
保
、
四
○
六
頁
を

参
照
。
實
氏
子
張
去
箸
墓
誌
に
、
「
公
之
先
枇
燕
国
夫
人
實
氏
、
即
開
元
天
宝
聖
文
神
武
皇
帝
之
従
母
也
。
：
：
：
開
元
初
…
…
（
去
著
）
以
燕
国
喪
去
職
」
と

の
る
。
「
大
唐
故
少
府
監
萢
陽
県
伯
張
公
墓
誌
銘
井
序
」
（
周
紹
良
主
編
「
唐
代
墓
誌
彙
編
』
〔
上
海
亜
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
二
年
〕
天
宝
二
○
、
一
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釈
、
七
四
○
頁
を
参
照
。

（
Ｕ
こ
の
点
は
審
査
員
の
ご
教
示
を
賜
っ
て
お
り
、
心
か
ら
感
謝
の
意
を
申
し
上
げ
た
い
。

（
翌
『
後
漢
書
」
巻
八
四
、
列
女
伝
・
曹
世
叔
妻
伝
、
二
七
八
四
‐
二
七
八
五
頁
。

（
ｇ
孫
詰
讓
「
周
礼
正
義
』
（
北
京
”
中
華
書
局
、
二
○
｜
三
年
）
巻
一
四
、
天
官
、
女
史
条
、
五
六
四
’
五
六
五
頁
。

（
坐
唐
代
の
宮
官
制
度
の
多
く
は
晴
制
を
襲
う
。
女
史
と
い
う
職
は
晴
代
に
お
い
て
は
流
外
に
属
し
、
事
情
に
応
じ
て
設
置
さ
れ
た
。
『
唐
六
典
』
は
女
史
の

品
級
を
記
し
て
い
な
い
の
で
、
唐
代
の
女
史
も
流
外
に
属
す
る
と
推
測
さ
れ
る
。
李
林
甫
等
撰
『
唐
六
典
』
巻
一
二
、
宮
官
条
、
三
四
八
’
三
四
九
頁
。
『
旧
唐

聿
昌
巻
四
四
、
職
官
志
三
、
’
八
六
七
‐
一
八
六
九
頁
。

（
哩
王
仲
榮
『
北
周
六
典
』
（
北
京
唾
中
華
耆
局
、
一
九
七
九
年
）
巻
二
、
天
官
府
第
七
、
五
三
‐
五
七
頁
を
参
照
。

届
）
引
用
文
は
張
説
「
贈
大
尉
斐
公
神
道
碑
」
（
熊
飛
校
注
『
張
説
集
校
注
』
巻
一
四
、
七
二
四
頁
に
収
録
）
を
参
照
。
「
十
乱
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
熊
飛
注

（
翌
趙
君
平
・
趙
文
成
編
『
秦
晋
豫
新
出
墓
誌
蒐
供
」
「
唐
司
馬
慎
微
墓
誌
」
、
四
七
八
頁
。

ぁ
）
『
旧
唐
耆
』
巻
五
一
、
后
妃
上
・
中
宗
上
官
昭
容
伝
、
二
一
七
五
頁
。
『
新
唐
書
』
巻
七
六
、
后
妃
上
・
中
宗
童
皇
后
附
上
官
昭
容
伝
、
三
四
八
八
頁
。

罰
）
趙
君
平
・
趙
文
成
編
『
秦
晋
豫
新
出
墓
誌
蒐
供
』
「
唐
司
馬
慎
微
墓
誌
」
、
四
七
八
頁
。

（
邑
張
説
「
贈
大
尉
輩
公
神
道
碑
」
（
熊
飛
校
注
『
張
説
集
校
注
』
巻
一
四
、
七
二
四
頁
に
収
録
）
。

兎
）
仇
鹿
鳴
「
碑
伝
與
史
伝
Ｉ
上
官
鋺
兒
的
生
平
與
形
象
」
、
一
六
二
頁
を
参
照
。

詞
）
『
新
唐
耆
』
巻
四
七
、
百
官
志
、
一
二
二
二
頁
。

詞
）
陳
弱
水
「
初
唐
政
治
中
的
女
性
意
識
」
二
二
四
‐
二
三
五
頁
を
参
照
。
公
主
が
府
を
開
く
こ
と
に
表
れ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
上
の
政
治
的
な
意
義
に
つ
い
て
は
、

鄭
雅
如
「
重
探
上
官
鋺
兒
的
死
亡
、
平
反
與
當
代
評
価
」
、
二
五
‐
二
六
頁
を
参
照
。

品
）
神
龍
元
年
二
月
甲
寅
、
復
国
号
日
唐
。
郊
廟
、
社
櫻
、
陵
寝
、
百
官
、
旗
幟
、
服
色
、
文
字
皆
如
永
淳
以
前
故
事
（
司
馬
光
等
撰
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
○

八
、
唐
紀
二
十
四
、
中
宗
神
龍
元
年
条
、
六
五
八
三
頁
）
。

昭
jb,、

○ （
ｇ
引
用
文
は
張
説
「
鄙
国
夫
人
墓
銘
」
（
熊
飛
校
注
『
張
説
集
校
注
』
巻
二
六
、
一
二
六
三
頁
に
収
録
）
を
参
照
。
解
釈
は
熊
飛
注
釈
、
一
二
六
七
頁
を
参
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虎
）
『
旧
唐
書
』
巻
五
一
、
后
妃
上
・
中
宗
上
官
昭
容
伝
、
二
一
七
五
頁
。

爵
）
王
溥
『
唐
会
要
」
巻
五
七
、
翰
林
院
条
、
二
四
五
頁
。

兎
）
頼
瑞
和
「
唐
代
待
詔
考
釈
」
『
中
国
文
化
研
究
所
学
報
』
二
○
○
三
二
二
（
香
港
、
二
○
○
三
年
）
、
六
九
’
七
五
頁
。
頼
瑞
和
「
再
論
唐
代
的
使
職
和

職
事
官
Ｉ
李
建
墓
碑
墓
誌
的
傲
示
」
『
中
華
文
史
論
叢
』
二
○
二
“
四
（
上
海
、
二
○
二
年
）
、
一
七
五
‐
一
七
六
頁
。

弱
）
司
馬
光
等
撰
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
○
、
唐
紀
二
十
六
、
春
宗
景
雲
二
年
条
、
六
六
六
六
頁
。

前
）
唐
代
に
お
け
る
論
を
贈
る
制
度
は
、
王
溥
『
唐
会
要
』
巻
七
九
、
論
法
上
、
一
七
二
○
頁
参
照
。
実
例
を
み
る
と
、
唐
代
に
お
い
て
論
号
を
得
る
こ
と
が

で
き
る
女
性
は
皇
后
の
み
で
あ
っ
て
、
論
を
得
た
わ
ず
か
数
人
の
公
主
は
特
例
に
属
す
る
。
ま
た
、
武
望
の
母
の
楊
氏
が
「
貞
烈
」
と
い
う
論
を
贈
ら
れ
た
の

は
、
武
望
の
権
力
に
よ
る
も
の
で
、
上
官
鋺
児
の
状
況
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
王
溥
『
唐
会
要
』
巻
八
○
、
論
法
下
、
複
字
諭
条
、
一
七
四
七
頁
参
照
。

（
ｇ
鄭
雅
如
「
重
探
上
官
鋺
兒
的
死
亡
、
平
反
與
當
代
評
価
」
、
一
四
頁
を
参
照
。

（
里
鄭
雅
如
「
重
探
上
官
鋺
兒
的
死
亡
、
平
反
與
當
代
評
価
」
、
二
八
’
三
二
頁
。

届
）
墓
誌
が
出
土
し
た
後
、
墓
誌
と
史
伝
を
あ
わ
せ
て
『
通
鑑
』
の
こ
の
条
を
再
検
討
し
た
研
究
が
あ
る
。
仇
鹿
鳴
は
、
贈
官
と
贈
論
の
時
期
が
同
時
で
あ
り
、

史
書
に
記
さ
れ
た
景
雲
二
年
は
「
元
年
」
の
誤
り
で
あ
る
と
指
摘
し
た
（
仇
鹿
鳴
「
上
官
鋺
兒
之
死
及
平
反
」
『
上
海
書
評
』
、
二
○
一
三
年
九
月
二
二
日
）
。

陸
揚
は
、
景
雲
二
年
七
月
に
癸
巳
の
日
が
あ
る
が
、
景
雲
元
年
の
七
月
に
は
な
い
た
め
、
史
書
に
み
ら
れ
る
景
雲
二
年
に
諭
号
を
加
え
た
記
載
の
信
瀝
性
が
高

く
、
贈
官
と
諭
号
を
加
え
た
時
期
は
同
時
で
は
な
い
と
指
摘
し
た
（
陸
揚
「
上
官
鋺
兒
和
地
的
製
作
者
」
『
上
海
書
評
」
、
二
○
一
四
年
三
月
三
○
且
。
筆
者

は
陸
揚
の
見
解
に
賛
同
す
る
。
『
通
鑑
』
本
文
に
記
さ
れ
た
景
雲
二
年
の
贈
諭
は
、
墓
誌
に
記
さ
れ
た
景
雲
元
年
の
贈
官
に
矛
盾
し
な
い
。
後
人
の
誤
解
を
招

い
た
の
は
、
胡
三
省
が
「
追
復
」
を
「
昭
容
之
職
」
の
恢
復
に
結
び
つ
け
た
た
め
で
あ
る
。

（
凶
墓
誌
に
描
か
れ
た
鋺
兒
の
受
動
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
、
陸
揚
「
上
官
鋺
兒
和
地
的
製
作
者
」
（
『
上
海
書
評
』
、
二
○
一
四
年
三
月
三
○
日
）
を
参

日召
Jb,、

○品
）
葉
国
良
「
東
漢
官
宮
家
墓
碑
額
題
職
例
及
其
相
関
問
題
」
（
葉
国
良
『
石
学
誌
探
』
台
北
亜
大
安
出
版
社
、
一
九
八
九
年
、
四
‐
一
○
頁
に
収
録
）
を
参
照
。

品
）
呉
麗
娯
『
終
極
之
典
Ｉ
中
古
喪
葬
制
度
研
究
』
（
北
京
《
中
華
書
局
、
二
○
一
二
年
、
八
○
四
’
八
一
二
頁
）
を
参
照
。

（
国
仇
鹿
鳴
も
鋺
児
が
贈
官
さ
れ
た
時
期
が
遅
か
っ
た
と
考
え
、
ま
た
、
上
官
椀
児
の
「
礼
葬
」
に
対
す
る
態
度
に
お
い
て
朝
廷
と
太
平
公
主
と
の
間
に
大
き
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な
差
が
あ
る
と
指
摘
し
た
。
仇
鹿
鳴
「
碑
伝
與
史
伝
Ｉ
上
官
鋺
兒
的
生
平
與
形
象
」
、
一
六
五
‐
一
六
六
頁
を
参
照
。

雨
）
伝
統
的
な
中
国
社
会
で
は
、
男
性
の
み
が
任
官
で
き
る
。
極
端
な
例
を
挙
げ
る
と
、
唐
代
に
お
い
て
、
内
侍
省
の
管
轄
下
に
あ
る
苣
官
の
官
職
は
職
事
官

と
み
な
さ
れ
、
京
官
と
同
じ
待
遇
を
受
け
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
具
体
的
な
職
務
を
担
当
す
る
宮
官
は
職
事
官
と
み
な
さ
れ
ず
、
類
別
が
不
明
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
去
勢
し
た
男
性
で
も
、
女
性
よ
り
官
員
と
み
な
さ
れ
や
す
い
。
唐
代
に
お
け
る
宙
官
の
官
職
が
職
事
官
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
杜
文
玉
「
唐
代
官
官
俸
禄
與
食
邑
」
『
唐
都
学
刊
」
第
一
四
巻
、
一
九
九
八
恥
二
（
西
安
、
一
九
九
八
年
）
、
二
六
‐
三
一
頁
を
参
照
。

両
）
「
旧
唐
書
』
巻
二
八
、
音
楽
志
一
、
一
○
五
○
‐
一
○
五
一
頁
。
『
旧
唐
耆
』
巻
八
五
、
唐
臨
伝
附
唐
紹
伝
、
二
八
一
三
頁
。

（
四
内
外
命
婦
の
名
号
と
品
階
に
つ
い
て
は
、
李
林
甫
等
撰
『
唐
六
典
』
巻
二
、
司
封
郎
中
条
、
三
八
’
三
九
頁
参
照
。
六
尚
と
宮
正
の
品
階
に
つ
い
て
は
、

李
林
甫
等
撰
『
唐
六
典
』
巻
一
二
、
宮
官
条
、
三
四
八
‐
三
五
五
頁
参
照
。
輿
服
の
規
範
か
ら
み
れ
ば
、
外
命
婦
の
品
階
は
み
な
五
品
以
上
で
あ
る
。
「
旧
唐
書
』

巻
四
五
、
輿
服
志
、
一
九
五
六
‐
’
九
五
七
頁
参
照
。
こ
の
規
定
の
対
象
に
つ
い
て
の
解
釈
は
、
陳
弱
水
「
初
唐
政
治
中
的
女
性
意
識
」
、
二
二
六
‐
二
二
七
頁

を
参
照
。
陳
弱
水
氏
の
解
釈
に
漏
れ
た
部
分
が
あ
り
、
筆
者
が
補
っ
た
。

（
別
）
『
旧
唐
書
』
巻
八
五
、
唐
臨
附
唐
紹
伝
、
二
八
一
三
頁
。

（
Ｅ
『
旧
唐
耆
』
巻
八
五
、
唐
臨
附
唐
紹
伝
、
二
八
一
三
‐
二
八
一
四
頁
。

（
西
『
旧
唐
書
』
巻
七
、
中
宗
本
紀
、
’
四
七
頁
。

両
）
劉
俊
文
『
唐
律
疏
議
菱
解
』
巻
二
、
名
例
、
婦
人
有
官
品
邑
号
条
、
一
五
二
頁
。
刑
罰
を
減
軽
す
る
と
き
、
封
爵
を
以
て
蔭
を
用
い
る
こ
と
と
、
職
事
官

を
以
て
蔭
を
用
い
る
こ
と
と
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
劉
俊
文
氏
が
製
作
し
た
「
議
請
減
蹟
一
覧
表
」
（
同
書
、
一
五
○
‐
一
五
一
頁
）
を
参
照
。

（
西
陳
弱
水
「
初
唐
政
治
中
的
女
性
意
識
」
、
二
二
八
‐
二
二
九
頁
。

禿
）
蔭
を
用
い
て
品
階
が
与
え
ら
れ
た
資
料
は
以
下
に
あ
る
。
李
林
補
等
撰
「
唐
六
典
』
巻
二
、
吏
部
郎
中
条
、
三
一
‐
三
二
頁
。
『
旧
唐
書
』
巻
四
二
、
職
官

志
一
、
一
八
○
五
頁
。
『
新
唐
耆
』
巻
四
五
、
選
挙
志
下
、
二
七
二
‐
二
七
三
頁
。
蔭
を
用
い
て
賦
役
が
免
除
さ
れ
た
資
料
は
以
下
に
あ
る
。
劉
俊
文
『
唐

律
疏
議
妻
解
」
巻
一
二
、
戸
婚
、
相
冒
合
戸
条
、
九
五
六
頁
。
『
新
唐
耆
』
巻
五
一
、
食
貨
志
、
二
一
四
三
頁
。

（
Ｕ
王
欽
若
等
編
、
周
勤
初
等
校
訂
『
冊
府
元
亀
（
校
訂
本
こ
巻
三
八
、
帝
王
部
・
尊
乳
保
、
四
○
六
頁
。

兎
）
食
実
封
の
あ
る
外
命
婦
は
公
主
が
多
く
、
郡
主
・
県
主
が
た
ま
に
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
制
度
に
つ
い
て
は
不
詳
。
李
晶
螢
「
唐
代
公
主
與
食
封
制
度
」
（
『
首
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弱
）
本
文
で
論
じ
た
よ
う
に
、
玄
宗
の
蟆
母
の
實
氏
が
三
品
の
職
事
官
に
比
定
さ
れ
た
俸
禄
を
与
え
ら
れ
た
の
は
、
前
代
の
政
治
参
与
し
た
女
性
の
待
遇
を
借

用
し
た
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
衛
国
夫
人
の
王
氏
は
開
元
八
年
（
七
二
○
）
に
死
去
し
た
際
に
享
年
八
十
七
歳
で
あ
り
、
墓
誌
に
記
さ
れ
た
喪
葬
の
待
遇
は
、

「
贈
贈
官
供
、
井
給
太
常
鼓
吹
一
部
送
出
」
と
な
っ
て
い
る
。
王
氏
は
宮
中
に
あ
っ
て
経
歴
が
長
く
、
功
労
が
大
き
か
っ
た
た
め
、
玄
宗
は
鼓
吹
の
礼
を
賜
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
要
す
る
に
、
こ
れ
ら
の
事
例
は
政
治
参
与
し
た
女
性
の
待
遇
の
残
影
で
あ
り
、
現
実
的
な
政
治
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
「
大

唐
故
衛
国
夫
人
墓
誌
銘
井
序
」
（
呉
鋼
主
編
『
全
唐
文
補
遺
』
第
六
輯
、
三
九
四
頁
に
収
録
）
、
周
紹
良
・
趙
超
主
編
『
唐
代
墓
誌
彙
編
続
集
』
開
元
○
三
七
、

四
七
八
’
四
七
九
頁
を
参
照
。

都
師
範
大
学
学
報
（
社
科
版
こ
、
二
○
○
六
年
増
刊
〔
北
京
、
二
○
○
六
年
〕
、
二
五
‐
二
八
頁
）
を
参
照
。

丙
）
王
溥
『
唐
会
要
』
巻
三
、
雑
録
、
三
九
頁
。

駒
）
墓
誌
の
拓
本
は
、
陳
長
安
主
編
『
晴
唐
五
代
墓
誌
歴
編
』
洛
陽
巻
、
第
九
冊
（
天
津
師
天
津
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）
、
五
五
頁
を
参
照
。
釈
文
は
、

呉
鋼
主
編
『
全
唐
文
補
遺
』
第
六
輯
（
西
安
三
一
秦
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）
、
三
九
四
頁
と
、
周
紹
良
・
趙
超
主
編
『
唐
代
墓
誌
彙
編
続
集
』
（
上
海
恥
上
海

古
籍
出
版
社
、
二
○
○
一
年
）
、
開
元
○
三
七
、
四
七
八
‐
四
七
九
頁
を
参
照
。
二
つ
の
釈
文
に
は
多
少
差
異
が
あ
り
、
筆
者
が
拓
本
を
見
て
再
録
し
た
。

颪
）
歌
慧
玲
「
従
神
龍
宮
女
墓
誌
看
其
在
政
変
中
之
作
用
」
『
唐
研
究
』
三
（
北
京
、
一
九
九
七
年
）
、
二
三
一
‐
二
五
八
頁
。

（
ど
『
旧
唐
書
』
巻
七
、
中
宗
本
紀
、
一
四
五
‐
一
四
六
頁
。
『
旧
唐
書
』
巻
五
一
、
后
妃
上
・
中
宗
重
庶
人
伝
、
二
一
七
二
‐
二
一
七
三
頁
。

函
）
王
氏
が
度
々
命
婦
に
封
じ
ら
れ
た
過
程
に
つ
い
て
は
、
鄭
雅
如
「
重
探
上
官
椀
兒
的
死
亡
、
平
反
與
當
代
評
価
」
、
一
四
‐
一
六
頁
を
参
照
。

風
）
上
官
鋺
兒
の
追
復
は
太
平
公
主
が
強
力
に
主
導
し
た
結
果
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
鄭
雅
如
「
重
探
上
官
鋺
兒
的
死
亡
、
平
反
與
當
代
評
価
」
、
二
八
’
三
六
頁

を
参
照
。
こ
の
こ
と
は
、
李
隆
基
の
声
望
に
打
撃
を
与
え
た
ほ
か
、
女
性
が
政
治
参
与
す
る
資
格
が
あ
る
と
い
う
意
識
を
広
げ
、
太
平
公
主
の
政
治
参
与
を
合

理
化
し
た
。

五
二
頁
。

（
西
『
旧
唐
耆
」
巻
一
八
三
、
外
戚
列
伝
・
武
收
曹
妻
太
平
公
主
伝
、
四
七
四
○
頁
。
『
新
唐
耆
』
巻
八
三
、
諸
帝
公
主
・
高
宗
三
女
・
太
平
公
主
伝
、
三
六



48

鄭
氏
は
、
す
で
に
二
○
一
二
年
に
、
唐
代
前
期
の
女
性
で
あ
る
上
官
鋺
兒
（
六
六
四
～
七
一
○
）
を
テ
ー
マ
と
し
た
「
重
探
上
官
鋺
兒
的

死
亡
、
平
反
與
當
代
評
債
」
（
『
早
期
中
國
史
研
究
』
四
‐
一
、
二
○
一
二
年
）
を
発
表
し
、
そ
の
分
析
を
手
が
け
て
い
た
。
上
掲
論
文
刊
行
の

翌
年
、
中
国
険
西
省
成
陽
市
で
九
八
二
文
字
の
碑
文
が
刻
ま
れ
た
上
官
腕
兒
墓
誌
が
出
土
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
何
よ
り
も
歴
史
学
界
が
驚

か
さ
れ
た
の
は
、
『
唐
書
』
『
旧
唐
耆
』
に
記
さ
れ
た
人
物
像
と
の
相
違
で
あ
り
、
死
を
め
ぐ
る
事
情
で
あ
っ
た
。
碑
文
の
内
容
は
、
鄭
雅
如

氏
の
論
文
に
詳
述
さ
れ
て
お
り
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
が
、
鄭
氏
は
、
墓
誌
出
土
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
新
た
な
事
実
を
踏
ま
え
、
本

論
文
で
上
官
鋺
兒
と
唐
代
前
期
の
宮
廷
女
性
の
地
位
の
分
析
を
さ
ら
に
深
め
、
官
僚
化
し
て
い
っ
た
過
程
を
描
き
出
し
た
の
で
あ
る
。

鄭
氏
は
、
高
宗
朝
か
ら
武
則
天
（
論
文
中
で
は
武
望
）
の
支
配
を
へ
て
、
中
宗
・
容
宗
朝
に
い
た
る
宮
廷
女
性
の
政
治
的
地
位
の
変
化
に

つ
い
て
、
史
書
だ
け
で
は
な
く
、
近
年
、
膨
大
な
出
土
数
に
の
ぼ
る
墓
誌
も
援
用
し
な
が
ら
、
官
制
・
職
掌
と
名
号
な
ど
多
方
面
に
わ
た
る

分
析
を
行
っ
た
。
史
書
と
墓
誌
と
い
う
性
格
の
異
な
る
史
資
料
を
活
用
し
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
点
で
上
官
鋺
兒
と
同
時
代
の
女
性
政
治
家
た
ち

の
地
位
の
変
化
を
論
じ
た
中
国
語
論
文
は
、
管
見
の
限
り
で
は
、
こ
れ
が
初
め
て
で
あ
る
。
鄭
氏
は
、
武
則
天
が
皇
后
で
あ
っ
た
時
期
と
女

あ
る
。 本

論
文
著
者
の
鄭
雅
如
氏
は
、
台
湾
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
副
研
究
員
で
あ
る
。
二
○
一
○
年
に
台
湾
大
学
で
歴
史
学
の
博
士
号

を
取
得
し
、
魏
晋
南
北
朝
か
ら
唐
代
に
か
け
て
の
政
治
と
文
化
・
社
会
を
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
点
を
加
え
て
分
析
し
て
い
る
気
鋭
の
研
究
者
で

解
題鄭

雅
如
「
唐
代
前
期
の
女
性
の
政
治
参
与
と
身
分
の
官
僚
化
ｌ
上
官
鋺
兒
墓
誌
を
中
心
に
ｌ
」
に
つ
い
て

伊
集
院
葉
子
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帝
と
な
っ
た
時
期
の
女
官
制
度
を
分
析
し
て
お
り
、
女
性
が
皇
帝
で
あ
っ
た
と
き
の
「
後
宮
」
お
よ
び
女
官
制
度
を
考
察
す
る
う
え
で
も
貴

重
な
成
果
で
あ
る
。

感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

本
論
文
は
、
上
官
鋺
兒
墓
誌
出
土
の
翌
年
、
中
國
史
學
會
の
『
中
國
史
學
』
第
二
四
巻
（
朋
友
書
店
、
二
○
一
四
年
一
○
月
）
に
掲
載
さ

れ
た
。
二
○
一
七
年
一
月
、
伊
集
院
は
、
専
修
大
学
古
代
東
ユ
ー
ラ
シ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
の
調
査
の
一
環
と
し
て
台
北
の
中
央
研
究
院
歴
史

語
言
研
究
所
を
訪
問
し
、
鄭
氏
お
よ
び
旧
知
の
李
貞
徳
研
究
員
と
会
談
し
た
。
こ
こ
で
、
北
魏
か
ら
唐
代
に
か
け
て
の
女
性
の
政
治
的
地
位

に
関
し
て
意
見
交
換
し
、
研
究
成
果
を
交
流
し
た
こ
と
が
、
今
回
の
日
本
語
訳
出
と
掲
載
の
出
発
点
と
な
っ
た
。
日
本
語
訳
の
掲
載
を
許
可

し
協
力
し
て
下
さ
っ
た
鄭
雅
如
氏
と
、
『
中
國
史
學
』
編
集
長
・
佐
竹
靖
彦
氏
に
深
く
感
謝
し
た
い
。
朋
友
書
店
の
石
坪
満
氏
の
ご
厚
誼
に
も

本
訳
出
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
１
８
Ｋ
Ｏ
０
９
３
６
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。


